
変更理由

第１章第２節「防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業
務の大綱」

第１章第２節「防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業
務の大綱」

３　各防災機関の事務又は業務の大綱 ３　各防災機関の事務又は業務の大綱
⑸指定公共機関 ⑸指定公共機関

◆2020年4月1日の分社化に伴
う事業内容変更により削除

第１章第３節「既往地震及び津波とその被害」 第１章第３節「既往地震及び津波とその被害」
２　主な地震記録と被害状況 ２　主な地震記録と被害状況

◆山形県沖地震の記録を追加

３　新潟地震の被害の概要 ３　新潟地震の被害の概要
⑴地震の概要等 ⑴地震の概要等

①地震発生 : 1964年（昭和39年）6月16日13時１分
②最大震度5 : 相川・新潟・酒田・新庄・仙台
③津波 : 日本海沿岸の各地に津波来襲し、佐渡郡松ヶ崎には地
震発生後16分にして第一波が到着した。津波による被害も大。

①地震発生 : 1964年（昭和39年）6月16日13時１分
②最大震度5 : 相川・新潟・酒田・新庄<追加>
③津波 : 日本海沿岸の各地に津波来襲し、佐渡郡松ヶ崎には地
震発生後16分にして第一波が到着した。津波による被害も大。

◆仙台でも震度5を観測して
いるので追加

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

北緯（度） 東経（度）
13 （略）

〈追加〉

番号 発生年月日
地震名
又　は
地　名

震央 規模
（Ｍ）

災害の状況

北緯（度） 東経（度）
13

14
2019年6月18日

22時22分
（令和元年）

山形県
沖地震

38.6 139.5 6.7

震度：新潟県村上市府屋6
強、鶴岡市温海川6弱、鶴
岡市温海、道田町5強、鶴
岡市馬場町、上山添、酒
田市亀ヶ崎、宮野浦、大
蔵村肘折、三川町横山5弱
　鶴岡市では重傷1名、軽
傷17名、家屋被害（半壊
7、一部損壊999）などの
被害があった。

災害の状況番号 発生年月日
地震名
又　は
地　名

震央 規模
（Ｍ）

（略）

機関名 災害予防対策 災害応急対策 災害復旧対策
東北電力ネット
ワーク(株)（鶴
岡電力センター)

発電、変電、送電及び配
電施設並びに設備の新
設、改良及び維持に関す
ること

災害時における電
力供給の確保及び
調整に関すること

１　電気料金の支払い期限の延伸
等料金の特例に関すること
２　電力供給施設の災害復旧に関
すること

機関名 災害予防対策 災害応急対策 災害復旧対策
東北電力ネット
ワーク(株)（鶴
岡電力センター)

発電、変電、送電及び配
電施設並びに設備の新
設、改良及び維持に関す
ること

災害時における電
力供給の確保及び
調整に関すること

〈削除〉
１　電力供給施設の災害復旧に関
すること
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第１章第４節「地震及び津波の想定並びに観測体制」 第１章第４節「地震及び津波の想定並びに観測体制」
２　国の長期評価 ２　国の長期評価
⑴山形県の活断層 ⑴山形県の活断層

◆庄内平野東縁断層帯と新庄
盆地断層帯の長期評価の一部
改訂（地震調査研究推進本
部）

⑵県内活断層の長期評価 ⑵県内活断層の長期評価
◆庄内平野東縁断層帯と新庄
盆地断層帯の長期評価の一部
改訂（地震調査研究推進本
部）

断層帯名
（公表年月日）

位置・長さ 最新活動時期 平均活動間隔 平均変位速度

新庄盆地断層帯
(平成14年7月10日)

新庄市～舟
形町約11～
23㎞

不明
2,000年
～4,000年

約0.5m/1.000年

庄内平野東縁断層帯
(平成17年4月13日)

遊佐町～鶴
岡市藤島
約38㎞

約3,000年前以
降

2,400年
～4,600年

約2～3m/1,000年

（略）

（略）

断層帯名
（公表年月日）

位置・長さ 最新活動時期 平均活動間隔 平均変位速度

新庄盆地断層帯東部
(平成23年5月19日一部改
正)
新庄盆地断層帯西部
(平成23年5月19日一部改
正)

新庄市～舟
形町約22㎞
鮭川村～大
蔵村約17㎞

東部：約6200年
前以後
西部：不明

東部：4000年
程度
西部：4700年
程度

東部：0.5m/1.000年
程度
西部：0.3m/1.000年
程度

庄内平野東縁断層帯北部
(平成21年10月19日一部
改正)
庄内平野東縁断層帯南部
(平成21年10月19日一部
改正)

全体：約38
㎞
北部：遊佐
町～庄内町
約24km
南部：酒田
市～鶴岡市
約17km

東部：1894年庄
内地震
西部：約3000年
前以降
18世紀以前

1000年～1500年
程度
約2500年～4600
年

約2m/1.000年程度

約0.5m/1.000年程
度

（略）

（略）

断層帯名 想定マグニチュード
発生確率

今後30年以内

北部：約Ｍ7.3 0.002%～8%

南部：約Ｍ7.3 1%

新庄盆地断層帯 約Ｍ6.6～Ｍ7.1 0.7～1％

長井盆地西縁断層帯 約Ｍ7.7 0.02％以下

庄内平野東縁断層帯 約Ｍ7.5 ほぼ0～6％

山形盆地断層帯

断層帯名 想定マグニチュード
発生確率

今後30年以内

北部：約Ｍ7.3 0.003%～8%

南部：約Ｍ7.3 1%

新庄盆地断層帯東部 Ｍ7.1程度 5％以下

新庄盆地断層帯西部 Ｍ6.9程度 0.6%

長井盆地西縁断層帯 約Ｍ7.7 0.02％以下

全体：Ｍ7.5程度

北部：Ｍ7.3程度 ほぼ0％

南部：Ｍ6.9程度 ほぼ0～6％

山形盆地断層帯

庄内平野東縁断層帯
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

３　庄内平野東縁断層帯の評価について ３　庄内平野東縁断層帯の評価について
　庄内平野東縁断層帯は、出羽丘陵と庄内平野の境界部に分布
する活断層帯である。ここでは、平成9～11年度に山形県及び平
成18年度に産業技術総合研究所によって行われた調査をはじ
め、これまでに行われた調査研究成果に基づいて、この断層帯
の諸特性を次のように評価している。

　庄内平野東縁断層帯は、出羽丘陵と庄内平野の境界部に分布
する活断層〈追加〉である。ここでは、平成9～11年度に山形県
〈追加〉によって行われた調査をはじめ、これまでに行われた
調査研究成果に基づいて、この断層帯の諸特性を次のように評
価している。

◆庄内平野東縁断層帯と新庄
盆地断層帯の長期評価の一部
改訂（地震調査研究推進本
部）

⑵断層帯の過去の活動 ⑵断層帯の過去の活動
　庄内平野東縁断層帯北部の平均的なずれの速度は、2m/1,000
年程度の可能性があり、最新活動<削除>は、1894年（明治27
年）庄内地震であった可能性がある。本断層帯の平均活動間隔
は、1000年～1500年程度もしくはそれ以下の可能性がある。
　庄内平野東縁断層帯南部の平均的なずれの速度は、0.5
m/1,000年程度と推定され、最新活動時期は、約3,000年前以
後、18世紀以前であったと推定される。活動時には、断層の東
側が西側に対して相対的に1～2m程度隆起した可能性がある。ま
た、平均活動間隔は約2,500年～4,600年の可能性がある。

　庄内平野東縁断層帯<追加>の平均的なずれの速度は、約2～3
ｍ/千年の可能性があり、最新活動時期は、約3千年前以降18世
紀末以前と推定される。本断層帯の平均活動間隔は約2,400～
4,600年程度であった可能性がある。

⑶断層帯の将来の活動 ⑶断層帯の将来の活動
　庄内平野東縁断層帯北部は、全体が1つの区間として活動する
場合、マグニチュード7.1程度の地震が発生する可能性がある。
その時、断層の近傍の地表面では、東側が西側に対して相対的
に2m程度<削除>高まる段差や撓みが生ずる可能性がある。庄内
平野東縁断層帯北部の最新活動後の経過率及び将来このような
地震の発生する確率は今後30年以内でほぼ0％となっている。
　庄内平野東縁断層帯南部では、全体が１つの区間として活動
する場合、マグニチュード6.9程度の地震が発生すると推定され
る。その時、断層の近傍の地表面では、断層の東側が西側に対
して相対的に1～2m程度高まる段差や撓みが生じる可能性があ
る。庄内平野東縁断層帯南部の最新活動後の経過率及び将来こ
のような地震が発生する長期確率は、長期確率の最大値をとる
と今後30年間でほぼ0％～6％となり、我が国の主な活断層の中
では高いグループに属することになる。

　庄内平野東縁断層帯<追加>は、全体が1つの区間として活動す
る場合、マグニチュード7.5程度の地震が発生する可能性があ
る。その時、断層の近傍の地表面では、東側が西側に対して相
対的に2m程度以上高まる段差や撓みが生ずる可能性がある。本
断層帯の最新活動後の経過率及び将来このような地震の発生す
る確率は今後30年以内でほぼ0～6％となり、我が国の主な活断
層では高いグループに属することになる。
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

⑷今後に向けて ⑷今後に向けて
　庄内平野東縁断層帯では、活動時期及び１回のずれの量につ
いての資料が不足している。
　また、庄内平野東縁断層帯北部では、平均的なずれの速度に
ついて精度の良い値が得られていない。その結果、庄内平野東
縁断層帯では、信頼度の高い平均活動間隔が得られていない。
将来の活動性を明確にするためには、平均的なずれの速度を精
度よく求めるとともに、過去の活動時期、1回のずれの量につい
て精度の良いデータを集積させる必要がある。
特に、庄内地震をはじめとする歴史地震との関係について、さ
らに資料を集め、詳しく検討する必要がある。また、本断層帯
の地表に認められる断層地形と地下構造との関係についても明
らかにする必要がある。

　庄内平野東縁断層帯では、平均的なずれの速度については、
精度の良い値が得られていない。
　また、活動時期及び1回のずれの量についての資料が不足して
いる。その結果、信頼度の高い平均活動間隔が得られていな
い。将来の活動性を明確にするためには、平均的なずれの速度
を精度よく求めるとともに、過去の活動時期、1回のずれの量に
ついて精度の良いデータを集積させる必要がある。特に、庄内
地震をはじめとする歴史地震との関係について、さらに資料を
集め、詳しく検討する必要がある。また、本断層帯の地表に認
められる断層地形と地下構造との関係についても明らかにする
必要がある。

第２章１節「災害予防と減災対策への取り組み」 第２章１節「災害予防と減災対策への取り組み」
２　日常の予防活動 ２　日常の予防活動
⑶避難対策の強化 ⑶避難対策の強化
②食料・生活必需品の確保 ②食料・生活必需品の確保

（略） （略）
カ 孤立が予想される集落の住民は、最低７日間分の食料、飲料
水、生活必需品及び燃料を各家庭で備蓄

カ 孤立が予想される集落の住民は、最低７日間分の食料、飲料
水、生活必需品及び燃料を各家庭で備蓄

キ 感染症対策としてのマスクや消毒液等の備蓄 〈追加〉 ◆防災基本計画の修正
（避難所における新型コロナ
ウイルス感染症を含む感染症
対策の平時からの検討、実
施）

第２章２節「地域力・市民力を生かした防災への取り組み」 第２章２節「地域力・市民力を生かした防災への取り組み」

【関係機関】県（防災くらし安心部）、市民（自主防災組織、
町内会）、企業（事業所）等、工場、ボランティア団体等、市
社会福祉協議会

【関係機関】県（防災危機管理課）、市民（自主防災組織、町
内会）、企業（事業所）等、工場、ボランティア団体等、<追
加〉

◆平時の取組みとして市社協
が実施する内容のため追加
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴市の役割
①自主防災組織の育成・自主防災リーダーの養成

⑴市の役割
①自主防災組織の育成・自主防災リーダーの養成

◆防災基本計画の修正

　市は、法第5条第2項の規定により、自主防災組織の育成主体
として位置付けられていることから、町内会等に対する指導、
助言を積極的に行い、組織率の向上と実効ある自主防災組織の
育成・強化に努め、消防団との連携等を通じて地域コミュニ
ティの防災体制の充実を図る。地域住民の自発的な活動である
自主防災組織の取り組みは、その中核となるべきリーダーの見
識や熱意に依存するところが大きいことから、研修会の開催、
先進の取組事例の紹介などを通じ、地域の防災リーダーを養成
する。自主防災リーダーの育成等、自助・共助の取組みが適切
かつ継続的に実施されるよう、水害・土砂災害・防災気象情報
に関する専門家の活用を図る。

　市は、<追加>町内会等に対する指導、助言を積極的に行い、
自主防災組織の育成を図る。地域住民の自発的な活動である自
主防災組織の取り組みは、その中核となるべきリーダーの見識
や熱意に依存するところが大きいことから、研修会の開催、先
進の取組事例の紹介などを通じ、地域の防災リーダーを養成す
る。<追加>

⑵県の役割 ⑵県の役割 ◆防災基本計画の修正
ア 県は、自主防災組織の組織化及び組織活性化を支援するた
め、市が行う自主防災組織育成整備活動及び自主防災組織の活
動状況の把握をし、指導助言を行う。また、自主防災組織の活
動において中核的存在となる人材（以下「自主防災リーダー」
という。）の育成を支援するため、自主防災リーダー研修会等
を実施する。

ア 県は、<追加>市が行う自主防災組織育成整備活動及び自主防
災組織の活動状況の把握をし、指導助言を行う。また、市と連
携して研修会等の開催や県の広報紙等による普及啓発を行い、
自主防災組織の充実を図る。

(7)防災関係機関 <追加> ◆防災基本計画の修正
　防災関係機関は、市が行う自主防組織の育成整備活動への協
力に努める。

第２章３節「防災知識の普及及び訓練」 第２章３節「防災知識の普及及び訓練」
【本所】消防本部、防災安全課、教育委員会　【庁舎】総務企
画課
【関係機関】県（防災くらし安心部、総務部、健康福祉部、産
業労働部、県土整備部）、防災関係機関、市民（町内会、自主
防災組織、ボランティア団体）、市社会福祉協議会、医療（(一
社)鶴岡地区医師会、日本赤十字社山形県支部）、各種施設管理
者及び企業（防火管理者、危険物取扱者、病院、福祉施設、ホ
テル、旅館、高層建築物、ターミナルビル等）

【本所】消防本部、防災安全課、教育委員会　【庁舎】総務企
画課
【関係機関】県（防災危機管理課、総務部、健康福祉部、農林
水産部、県土整備部）、防災関係機関、市民（町内会、自主防
災組織、ボランティア団体）、〈追加〉、医療（(一社)鶴岡地
区医師会、日本赤十字社山形県支部）、各種施設管理者及び企
業（防火管理者、危険物取扱者、病院、福祉施設、ホテル、旅
館、高層建築物、ターミナルビル等）

◆風水害・雪害対策編との整
合
◆平時の取組みとして市社協
が実施する内容のため追加

5



変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴市の役割 ⑴市の役割
①市職員の防災教育、防災部門の人材育成 ①市職員の防災教育、防災部門の人材育成

（略） （略）
ウ 防災訓練 ウ 防災訓練
　市は、地震発生時において、市民が落ち着いて家族や自らの
安全を確保するとともに、適切な防災対策を実施するために、
原則毎年1回は総合防災訓練を実施する。なお、訓練にあたって
は、町内会等住民自治組織や自主防災組織、ＮＰＯ・ボラン
ティア〈削除〉等が幅広く参加し、防災関係機関の指導のもと
に訓練を体験することで、知識や技術を身につけられる内容と
する。また、津波発生時の被害を軽減するため、迅速かつ的確
に津波に対する防災活動が行えるよう、関係機関、自主防災組
織及び市民が相互協力して津波警報、避難指示（緊急）等の情
報伝達訓練及び津波避難訓練等を継続的かつ定期的に実施す
る。

　市は、地震発生時において、市民が落ち着いて家族や自らの
安全を確保するとともに、適切な防災対策を実施するために、
原則毎年1回は総合防災訓練を実施する。なお、訓練にあたって
は、町内会等住民自治組織や自主防災組織、<追加>ボランティ
ア団体等が幅広く参加し、防災関係機関の指導のもとに訓練を
体験することで、知識や技術を身につけられる内容とする。ま
た、津波発生時の被害を軽減するため、迅速かつ的確に津波に
対する防災活動が行えるよう、関係機関、自主防災組織及び市
民が相互協力して津波警報、避難指示（緊急）等の情報伝達訓
練及び津波避難訓練等を継続的かつ定期的に実施する。

◆防災基本計画の修正

②一般住民に対する防災知識の普及・啓発 ②一般住民に対する防災知識の普及・啓発

　国、県及び市は、被害の防止、軽減の観点から、住民に対し
て「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で
避難行動をとること及び早期避難の重要性を住民に周知し、理
解と協力を得るものとする。
　また、大規模な災害が発生した場合には、すべての応急対策
について行政が対応することが困難であり、住民自らの自主防
災意識と行動が重要となることから、防災訓練や啓発活動等を
通して一般住民に対する防災知識の普及を図る。
　なお、国、県及び市は、住民が自らの地域の水害リスクに向
き合い、被害を軽減する取組みを行う契機となるよう、分かり
やすい水害リスクに関する情報の提供に努めるとともに、防災
気象情報や避難に関する情報等の防災情報を、災害の切迫度に
応じて、５段階の警戒レベルにより提供すること等を通して、
受け手側が情報の意味を直感的に理解できるような取組みを推
進する。

〈追加〉 ◆防災基本計画の修正
（「自らの命は自らが守る」
意識の徹底等による防災意識
の向上推進）

6



変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

ア 普及・啓発の内容 ア 普及・啓発の内容
　災害に備えた普段の心得や災害発生時の心得として、次の事
項について啓発を行う。

　災害発生時には、市、防災関係機関及び市民が一体となり、
迅速な防災活動を行い被害の軽減を図る必要がある。このた
め、市民が日頃から「自分たちの地域は自分たちで守る」とい
う意識を持ち防災活動を行えるよう、下記の事項について防災
知識の普及・啓発を図るものとする。

◆山形県地域防災計画との整
合

（略） （略）
e　避難に関する情報の意味（分散避難、安全な場所にいる人は
避難所に行く必要がない等）の知識

〈追加〉
◆災害リスクととるべき行動
の理解促進

f　積雪時の対策、自動車運転時の行動、救助・救出活動の知
識、応急手当の知識、初期消火の知識、減災への取り組み及び
要配慮者の避難支援

e　積雪時の対策、自動車運転時の行動、救助・救出活動の知
識、応急手当の知識、初期消火の知識、減災への取り組み及び
要配慮者の避難支援

（略） （略）
g 日常の対策 f 日常の対策
(a) 住宅の耐震診断や家具・ブロック塀等の転倒防止対策 (a) 住宅の耐震診断や家具・ブロック塀等の転倒防止対策
(b) 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準
備

(b) 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準
備

(c) 3日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等
の備蓄（ローリングストック法※の活用）

(c) 3日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等
の備蓄〈追加〉

◆実情に合わせた修正

※ローリングストック法：普段の生活で消費する食品や生活必
需品を少し多めに買っておき、古くなったものから順に使用
し、使用した分を新たに買い足すことで常に一定量を確保して
おく備蓄方法。

〈追加〉

(d) 自動車へのこまめな満タン給油 〈追加〉 ◆防災基本計画の修正
(e) 高齢者用、乳幼児用、食物アレルギー者用等、家族の実情
に応じた食料等の備蓄

(d) 高齢者用、乳幼児用、食物アレルギー者用等、家族の実情
に応じた食料等の備蓄

(f) 家族が服用している医薬品の情報等の把握 (e) 家族が服用している医薬品の情報等の把握
(g) 災害史や災害訓練・伝承、地域の危険情報の把握 (f) 災害史や災害訓練・伝承、地域の危険情報の把握
(h) 地震体験車や県防災学習館等による地震の擬似体験 (g) 地震体験車や県防災学習館等による地震の擬似体験
(i) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え (h) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え
(j) 感染症対策としてのマスクや消毒液等の準備 〈追加〉 ◆感染症対策を追加
h 津波の避難行動に関する知識 g 津波の避難行動に関する知識

(a) 地震による震度4以上の強い揺れ感じた時又は弱くてもゆっ
くりとした揺れを感じたときは、迷うことなく迅速かつ自主的
にできるだけ高い場所に避難すること。

(a) 強い地震（震度4程度）を感じた時又は弱い地震であっても
長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷うことなく迅
速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難すること。

◆表現の適正化

（略） （略）
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

i 津波の特性に関する情報 h 津波の特性に関する情報
（略） （略）

j 津波に関する想定・予測の不確実性 i 津波に関する想定・予測の不確実性
イ 普及・啓発の方法 イ 普及・啓発の方法
　市及び県は、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配
布やホームページの活用などを促進するとともに、住民を対象
とした防災セミナー等の開催に努め、防災知識と自助を基本と
した防災意識の啓発を推進する。
　併せて、地域における自主防災組織、町内会、各種団体、ボ
ランティア等の活動並びに消防本部で実施する応急手当講習会
など地域コミュニティにおける多様な主体の関わりを通じて防
災知識と自助を基本とした防災意識の普及啓発を図るととも
に、防災（防災・減災への取組み実施機関）と福祉（地域包括
支援センター・ケアマネジャー）の連携により、高齢者に対
し、適切な避難行動に関する理解の促進を図る。
　また、適切な避難場所、避難路等について周知徹底するとと
もに、必要に応じて指定緊急避難場所の開錠・開放を自主防災
組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコ
ミュニティを活かした避難活動を促進する。

　市は、パンフレット、チラシ及びハザードマップ等を作成し
各戸に配布するとともに、テレビ、ラジオ、インターネット及
び新聞等を活用して住民の防災知識の向上を図る。市及び消防
本部は、普及・啓発用資機材の整備に努めるとともに、初期消
火、応急手当等の災害初期訓練を体験することで防災意識の向
上を図るものとする。また、町内会等の求めに応じ、情報の提
供とその解説のために研修会を開催する。

◆防災基本計画の修正
（防災と福祉の連携による高
齢者の避難行動に対する理解
促進）

（略） （略）
④企業（事業所）等に対する防災知識の普及 ④企業（事業所）等に対する防災知識の普及
ア 啓発内容 ア 啓発内容
a 地震発生前の準備等についての啓発事項 a 地震発生前の準備等についての啓発事項

（略） （略）
(c) ３日間の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー
等の備蓄（ローリングストック法の活用）

(c) ３日間の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー
等の備蓄〈追加〉

◆実情に合わせた修正

(d) 自動車へのこまめな満タン給油 〈追加〉 ◆防災基本計画の修正
(e) 災害史や災害教訓・伝承、地域の危険情報の把握 (d) 災害史や災害教訓・伝承、地域の危険情報の把握
(f) 地域住民との協力体制の構築 (e) 地域住民との協力体制の構築
(g) 地震体験車や県防災学習館等による地震の疑似体験 (f) 地震体験車や県防災学習館等による地震の疑似体験
(h) 感染症対策としてのマスクや消毒液等の準備 〈追加〉 ◆感染症対策を追加
b 地震発生後の行動等についての啓発事項 b 地震発生後の行動等についての啓発事項
(a) 自らの身を守る安全確保行動 〈追加〉 ◆実情に合わせた修正
(b) 津波発生時の行動 (a) 津波発生時の行動
(c) 自動車運転時の行動 (b) 自動車運転時の行動
(d) 地震発生時に危険になる箇所を踏まえた行動 (c) 地震発生時に危険になる箇所を踏まえた行動
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

(e) 避難場所、避難経路 (d) 避難場所、避難経路
(f) 応急救護の方法 (e) 応急救護の方法
(g) 通信系統の適切な利用方法（災害伝言ダイヤル、災害用伝
言板等の活用）

(f) 通信系統の適切な利用方法（災害伝言ダイヤル、災害用伝
言板等の活用）

(h) 高齢者、障害者等の要配慮者への配慮 (g) 高齢者、障害者等の要配慮者への配慮
(i) 男女のニーズの違い等男女双方の視点への配慮 (h) 男女のニーズの違い等男女双方の視点への配慮

イ 啓発方法 イ 啓発方法
　市及び県は、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配
布やホームページの活用などを促進するとともに、事業所等を
対象とした防災セミナー等の開催に努め、防災知識と自助を基
本とした防災意識の啓発を推進する。
　また、緊急時に対処できる自衛防災体制及び地域との連携強
化による災害時の協力体制の整備を指導する。
　また、適切な避難場所、避難路等について周知徹底するとと
もに、必要に応じて指定緊急避難場所の開錠・開放を自主防災
組織と担う等、円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコ
ミュニティと連携した避難活動を促進する。

　パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布や、防災ビ
デオ、地震体験者、防災学習館の利用及びホームページの活用
等を促進するとともに、事業所等に対する防災セミナーの開催
や集団指導に努め、防災知識と防災意識の啓発を促進する。ま
た、地域における自主防災組織、町内会、各種団体、ボラン
ティア等の活動並びに消防本部で実施する応急手当講習会等の
機会に加え、公民館等の社会教育施設を活用する等、地域コ
ミュニティにおける多様な主体の関わりを通じて、防災知識と
自助・共助を基本とした防災意識の普及啓発を図る。

◆防災基本計画の修正
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

⑷学校教育における防災教育・訓練 ⑷学校教育における防災教育・訓練
　国、県及び市は、地域の防災力を高めていくため、学校にお
ける防災教育の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図
るものとする。また、水害・土砂災害のリスクがある学校にお
いては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努めるものとす
る。
①児童生徒等に対する防災教育
　県及び市は、防災教育を学校教育の中に位置付け、児童生徒
等の発達段階に応じ、災害発生時に起こる危険や災害時の対
応、本県の災害史、災害教訓・伝承等について理解させ、安全
な行動をとれるよう次の事項に留意して教育する。
ア　児童・生徒の発達段階や学校種別、学校の立地条件等に
よって指導内容や指導方法を具体的に考え実施すること。
イ　児童・生徒の発達段階に応じて、防災教育資材、学校安全
資料を活用し指導すること。
ウ　自然体験学習、福祉体験学習及びボランティア体験学習等
の実施により、「命の大切さ」「家族の絆」「助け合う心」や
「生きるたくましさ、勇気」等について指導すること。
②教職員に対する防災教育
ア県・市教育委員会は、初任者研修、経験者研修等において、
災害の基礎知識、児童生徒等の発達段階や地域の特性に応じた
避難行動等に関する研修を行う。
イ　校長は、教職員が災害発生時に主体的に動けるよう各人の
役割を明確にし、マニュアル等を用いて定期的に校内研修を実
施する。

　学校においては、児童・生徒等に対する防災教育の充実を図
り、防災訓練の強化及び防災関係行事等の実施により、地震発
生時の対応などの理解を深めることが必要であることから、防
災教育を充実させるため、次の事項に留意するものとする。
ア 児童・生徒の発達段階に応じた防災教育を実施するととも
に、災害発生時に起こる危険や災害時の対応、災害史、災害教
訓・伝承等について理解させるため、各校の教育計画、年間指
導計画等に明確に位置付ける。
イ 児童・生徒の防災に関する知識を深め、地震発生時の対応力
を高めるための教材や資料を整備する。
ウ 各地区の自然環境や過去の災害の特性、防災体制の仕組みな
どについての理解を深める。
エ 教職員(市職員を含む。)用に地震発生時の対応要領を作成
し、教職員研修の充実を図る。
オ 防災訓練においては、学校生活の様々な場面を想定し実施す
るとともに、消防職員等の協力を得て避難行動等を評価し訓練
等に生かすものとする。
カ 校長は、学校安全計画及び危険等発生時対処要領（危機管理
マニュアル）を策定し、冷静かつ迅速な行動が取れるよう、的
確な対応を確保するとともに、年一回以上防災訓練を実施す
る。また、沿岸部においては、日常の生活の中で、地震・津波
に対する危険性、過去の津波被害の状況、過去の津波から学ん
だ教訓、津波に対する避難方法を教えるとともに、個人避難が
できるよう年1回以上定期的に津波防災訓練を行う。

◆防災基本計画の修正
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

⑸応急手当方法の指導 ⑸応急手当方法の指導

　地震発生時において、負傷者の第1救護者は、住民となること
が多く「一人でも多くの命を救う」ため、市、医師会及び日本
赤十字社山形県支部等は、互いに協力し市民に対する応急手当
方法の指導を積極的に推進するものとする。

　地震発生時において、負傷者の第1救護者は、住民となること
が多く「一人でも多くの命を救う」ため、市、医師会及び日本
赤十字社山形県支部等は、互いに協力し市民に対する応急手当
方法の指導を積極的に推進するものとする。

◆日本赤十字社山形県支部の
防災教育事業「赤十字防災セ
ミナー」を追加

⑻市等における事業継続力強化支援計画の策定推進 <追加> ◆防災基本計画の修正

　県、市、商工会及び商工会議所は、中小企業等による事業継
続力強化計画に基づく取組み等の防災・減災対策の普及を促進
するため、連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努め
る。

第２章６節「住民等の事前避難準備」 第２章６節「住民等の事前避難準備」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴市民等に求められる役割 ⑴市民等に求められる役割
①市民・企業（事業所）等の役割 ①市民・企業（事業所）等の役割

（略） （略）
イ 災害時の避難所、避難場所及び安全な避難経路をあらかじめ
確認すること。

イ 災害時の避難所、避難場所及び安全な避難経路をあらかじめ
確認すること。

ウ 知人宅などへ避難する「分散避難」についてあらかじめ確認
すること。

〈追加〉
◆災害リスクととるべき行動
の理解促進

エ 災害時の家族・社員等の連絡方法をあらかじめ決めておくこ
と。

ウ 災害時の家族・社員等の連絡方法をあらかじめ決めておくこ
と。

オ 携帯ラジオ等、緊急時の情報入手手段を事前に用意するこ
と。

エ 携帯ラジオ等、緊急時の情報入手手段を事前に用意するこ
と。

カ 避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指
示（緊急））の意味を正しく理解しておくこと。

オ 避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指
示（緊急））の意味を正しく理解しておくこと。

指導推進の対象

・市職員 鶴岡市 防災訓練等の企画、開催

・地域住民（自主防災組織） 鶴岡市消防本部 普通救命講習会の推進

・中・高校生、教師 (一社)鶴岡地区医師会 講習会への援助、協力

・防災関係機関職員 日本赤十字社山形県支部 救急法等講習会〈追加〉の推進

指導推進の役割分担指導推進の対象

・市職員 鶴岡市 防災訓練等の企画、開催

・地域住民（自主防災組織） 鶴岡市消防本部 普通救命講習会の推進

・中・高校生、教師 (一社)鶴岡地区医師会 講習会への援助、協力

・防災関係機関職員 日本赤十字社山形県支部
救急法等講習会、赤十字防災セミナー
の推進

指導推進の役割分担
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

キ 災害時の連携に必要な近隣住民及び企業（事業所）等との交
流を行うこと。

カ 災害時の連携に必要な近隣住民及び企業（事業所）等との交
流を行うこと。

ク 住宅の耐震化等を意識しておくこと。 キ 住宅の耐震化等を意識しておくこと。

第２章７節「避難所等事前対策」 第２章７節「避難所等事前対策」
４　業務の内容 ４　業務の内容
⑸避難所の開設体制等の整備 ⑸避難所の開設体制等の整備
②福祉避難所の指定 ②福祉避難所の指定
　要配慮者を優先し、秩序ある避難所の運営を行うための体制
を確保する。なお、福祉避難所として要配慮者を滞在させるこ
とが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保
するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合
において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が
整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が
可能な限り確保されるものを指定すること。
ア 市は、〈削除〉指定避難所の内一般避難スペースでの共同生
活が難しい要配慮者のための「福祉避難所」の予定施設をあら
かじめ指定する。
イ 「福祉避難所」の指定にあたっては、次の事項に留意するこ
ととする。
a　バリアフリー化など要配慮者の利用に適しており、ケア要員
の確保が比較的容易な社会福祉施設〈削除〉等の収容する避難
者に相応しい施設を選定する。

　要配慮者を優先し、秩序ある避難所の運営を行うための体制
を確保する。<追加>
ア 市は、障害者等の一般の避難所〈追加〉での共同生活が難し
い要配慮者のための「福祉避難所」の予定施設をあらかじめ指
定する。
イ 「福祉避難所」の指定にあたっては、次の事項に留意するこ
ととする。
a　バリアフリー化など要配慮者の利用に適しており、ケア要員
の確保が比較的容易な社会福祉施設、特別支援学校等の収容す
る避難者に相応しい施設を選定する。

◆防災基本計画の修正
◆特別支援学校と福祉避難所
の指定について協議を行った
が、建物（バリアフリー
化）、ケア要員の確保が困難
であるとの回答を得たことか
ら、福祉避難所の指定を見送
ることとしため削除する。

⑺避難所の整備 ⑺避難所の整備
　避難所について、次の施設整備に努める。 　避難所について、次の施設整備に努める。
ア 避難路・避難所（施設）の耐震化、バリアフリー化の推進 ア 避難路・避難所（施設）の耐震化、バリアフリー化の推進

（略） （略）
カ 更衣室等のスペース確保等の男女のニーズの違い等に配慮し
た施設の環境整備

カ 更衣室等のスペース確保等の男女のニーズの違い等に配慮し
た施設の環境整備

キ　再生可能エネルギー発電設備の整備 〈追加〉 ◆市として再生可能エネル
ギー発電設備の設置を進めて
いることから追加
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

ク 感染症対策としてのマスクや消毒液等の備蓄 〈追加〉 ◆防災基本計画の修正（避難
所における新型コロナウイル
ス感染症を含む感染症対策の
平時からの検討、実施）

ケ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染
症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災安全課と
健康福祉部が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活
用等を含めて検討するよう努める。

〈追加〉

第２章８節「孤立集落対策」 第２章８節「孤立集落対策」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
孤立集落数※令和2年9月1日現在 孤立集落数※平成30年9月1日現在 ◆時点修正

集落数（集落） 戸数（単位：戸） 人口（単位：人）

鶴岡地域 1 2 11

藤島地域 0 2 0

羽黒地域 0 0 0

櫛引地域 1 25 85

朝日地域 15 281 865

温海地域 25 2,236 5,858

計 42 2,546 6,819

孤立集落
地域名

集落数（集落） 戸数（単位：戸） 人口（単位：人）

鶴岡地域 1 2 11

藤島地域 0 0 0

羽黒地域 0 0 0

櫛引地域 1 26 85

朝日地域 15 277 768

温海地域 25 2,168 5,522

計 42 2,473 6,386

地域名
孤立集落
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第２章９節「要配慮者の安全確保」 第２章９節「要配慮者の安全確保」
【本所】食文化創造都市推進課、福祉課、長寿介護課、コミュ
ニティ推進課、地域包括ケア推進室、消防本部、防災安全課

【本所】〈追加〉福祉課、長寿介護課、コミュニティ推進課
〈追加〉消防本部、防災安全課

◆多文化共生推進担当課、要
配慮者個別計画担当課を追加

２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴市の役割 ⑴市の役割
②コミュニティの形成 ②コミュニティの形成

　町内会や自主防災組織、民生・児童委員、消防団、社会福祉
協議会、老人クラブ及びＮＰＯ・ボランティア　<削除>　等と
連携し、日ごろの取組みを生かしながら、要配慮者の支援がで
きるよう地域コミュニティの形成を図る。

　町内会や自主防災組織、民生・児童委員、消防団、社会福祉
協議会、老人クラブ及び民間ボランティア団体等と連携し、日
ごろの取組みを生かしながら、要配慮者の支援ができるよう地
域コミュニティの形成を図る。

◆防災基本計画の修正

（略） （略）
⑩外国人への支援対策 ⑩外国人への支援対策

（略） （略）
ウ　防災体制の整備 ウ　防災体制の整備

　市が行う防災訓練の実施にあたっては、地域に住む外国人を
含めるとともに、外国人雇用企業(事業所)等や留学生が所属す
る学校等に対し、防災教育等の実施を働きかける等、ＮＰＯや
学校と連携した防災体制の整備を行う。また、日頃から県、外
国人関係団体、外国語ボランティア等と連携して災害時の情報
提供、相談窓口等、外国人支援の体制づくりを行う。

　市が行う防災訓練の実施にあたっては、地域に住む外国人を
含めるとともに、外国人雇用企業(事業所)等や留学生が所属す
る学校等に対し、防災教育等の実施を働きかける等、民間や学
校と連携した防災体制の整備を行う。また、日頃から県、外国
人関係団体、外国語ボランティア等と連携して災害時の情報提
供、相談窓口等、外国人支援の体制づくりを行う。

◆防災基本計画の修正

⑶社会福祉施設等の要配慮者利用施設管理者の役割 ⑶社会福祉施設等の要配慮者利用施設管理者の役割
　社会福祉施設等の管理者は、次により社会福祉施設等におけ
る災害予防対策を推進する。

　社会福祉施設等の管理者は、次により社会福祉施設等におけ
る災害予防対策を推進する。

①防災体制の整備 ①防災体制の整備
（略） （略）
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

ウ 情報連絡、応援体制の確立 ウ 情報連絡、応援体制の確立 ◆防災基本計画の修正

社会福祉施設等の管理者は、必要に応じて、消防、警察、医療
機関及び近隣施設等との連絡会議の設置や施設利用者の受け入
れに関する自前の取り決めなどにより、災害発生時の救助･協力
体制の整備に努める。なお、その内容を県に情報提供するよう
努める。また、地域住民、ＮＰＯ・ボランティア　　<削除>及
び近隣施設等から、災害発生時における施設入所者の避難等に
ついて応援が得られるよう、普段から協力関係の構築に努め
る。

社会福祉施設等の管理者は、必要に応じて、消防、警察、医療
機関及び近隣施設等との連絡会議の設置や施設利用者の受け入
れに関する自前の取り決めなどにより、災害発生時の救助･協力
体制の整備に努める。なお、その内容を県に情報提供するよう
努める。また、地域住民、民間ボランティア団体及び近隣施設
等から、災害発生時における施設入所者の避難等について応援
が得られるよう、普段から協力関係の構築に努める。

第２章１１節「津波災害予防」 第２章１１節「津波災害予防」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴市及び関係機関の役割 ⑴市及び関係機関の役割
①津波監視体制の整備 ①津波監視体制の整備
　市は、地震による震度4以上の強い揺れを感じたとき又は弱く
てもゆっくりとした揺れを感じたときは、全国瞬時警報システ
ム(J-ALERT)、防災関係機関の情報及びテレビ・ラジオ等放送機
関を通じて発表される津波警報等を入手し、津波による浸水が
発生すると判断した場合は、速やかに海浜に居る者や海岸付近
の住民等に避難のための立ち退きを指示する。

　市は、震度4以上の地震を感じたとき又は震度4未満の地震で
あっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、全国瞬
時警報システム(J-ALERT)、防災関係機関の情報及びテレビ・ラ
ジオ等放送機関を通じて発表される津波警報等を入手し、津波
による浸水が発生すると判断した場合は、速やかに海浜に居る
者や海岸付近の住民等に避難のための立ち退きを指示する。

◆表現の適正化

②避難指示（緊急）の発令・伝達 ②避難指示（緊急）の発令・伝達
（略） （略）

イ 住民への避難指示（緊急）の伝達 イ 住民への避難指示（緊急）の伝達
（略） （略）

ｂ 市は、様々な環境下にある住民等及び職員に対して津波警報
等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得ながら、緊急地
震速報システムの活用、防災行政無線、全国瞬時警報システム
（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ、（コミュニティＦＭ放
送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワ
ンセグ、サイレン、津波フラッグ、半鐘及び広報車等を用いた
伝達手段の多重化、多様化を図る。

ｂ 市は、様々な環境下にある住民等及び職員に対して津波警報
等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得ながら、緊急地
震速報システムの活用、防災行政無線、全国瞬時警報システム
（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ、（コミュニティＦＭ放
送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワ
ンセグ、サイレン、<追加>半鐘及び広報車等を用いた伝達手段
の多重化、多様化を図る。

◆津波フラッグの追加
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第２章１２節「地盤災害予防」 第２章１２節「地盤災害予防」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑤危険個所の調査・点検 ⑤危険個所の調査・点検
鶴岡市土砂災害警戒区域・特別警戒区域数 鶴岡市土砂災害警戒区域・特別警戒区域数

◆時点修正

※令和2年10月9日現在 ※平成31年4月1日現在

区域数 戸数（戸） 区域数 戸数（戸）
湯野浜 13 130 11 24
加　茂 50 1,073 37 57
由　良 26 183 26 18
三　瀬 20 295 15 11
小　堅 25 460 20 27
西　郷 6 19 6 6
大　山 21 135 20 56
上　郷 114 762 91 101
大　泉 29 154 26 48
田　川 88 347 63 43
湯田川 34 345 25 26
黄　金 49 523 35 17

475 4,426 375 434
13 56 10 4
10 45 8 5
5 16 4 4

173 771 111 54

337 4,490 186 272

1,013 9,804 694 773合計

警戒区域 特別警戒区域
地域名 地区名

鶴岡

小計
藤島
羽黒
櫛引
朝日

温海

区域数 戸数（戸） 区域数 戸数（戸）
湯野浜 13 130 11 24
加　茂 50 1,073 37 57
由　良 26 183 26 18
三　瀬 20 295 15 11
小　堅 25 460 20 27
西　郷 6 19 6 6
大　山 21 135 20 56
上　郷 114 762 91 101
大　泉 29 154 26 48
田　川 88 347 63 43
湯田川 34 345 25 26
黄　金 49 523 35 17

475 4,426 375 434
13 56 10 4
10 45 8 5
5 16 4 4

173 771 111 54

339 4,490 191 272

1,015 9,804 699 773

地域名 地区名
警戒区域 特別警戒区域

鶴岡

温海

合計

小計
藤島
羽黒
櫛引
朝日
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第２章１３節「救助・救急体制の整備」 第２章１３節「救助・救急体制の整備」

【本所】防災安全課、消防本部
【関係機関】県（防災くらし安心部、健康福祉部）、警察本
部、酒田海上保安部、医師会（県・鶴岡地区）、医療機関、日
本赤十字社山形県支部

【本所】防災安全課、消防本部
【関係機関】県（防災危機管理課、健康福祉部）、警察本部、
酒田海上保安部、医師会（県・鶴岡地区）、医療機関、日本赤
十字社〈追加〉

◆名称記載の統一

２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑸市民・企業（事業所）等の役割 ⑸市民・企業（事業所）等の役割
②医療機関等の役割 ②医療機関等の役割
エ 日本赤十字社山形県支部の対策 エ 日本赤十字社山形県支部の対策
　日本赤十字社山形県支部は、県から援助の要請があったとき
又は必要と認めたときは、赤十字救護班を現地に派遣し、〈削
除〉医療救護活動を行うものとする。

　日本赤十字社山形県支部は、県から援助の要請があったとき
又は必要と認めたときは、赤十字救護班を現地に派遣し、救急
患者の受け入れや医療救護活動を行うものとする。

◆現地救護所等での救急患者
の受入れは、赤十字救護班の
医療救護活動として含まれて
いるため修正

第２章１４節「医療救護体制の整備」 第２章１４節「医療救護体制の整備」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴市の役割 ⑴市の役割
①医療救護体制の整備 ①医療救護体制の整備
イ 医療救護班等の派遣体制の整備
　市は、医療救護所の開設にあたっては、市医療救護班の体制
を整備し、また、県（県医師会、日本赤十字社山形県支部等）
や地区医師会等に医療救護班の派遣要請をする体制を整備す
る。医療救護班の人員構成は、医師1名、看護師2名、業務調整
員2名を標準とし、状況により数を増減するものとする。

イ 医師等の派遣体制の整備
　市は、医療救護所の開設にあたっては、市医療救護班の体制
を整備し、また、県（県医師会、日本赤十字社山形県支部等）
や地区医師会等に医師の派遣要請をする体制を整備する。医療
救護班の人員構成は、医師1名、看護師2名、業務調整員2名を標
準とし、状況により数を増減するものとする。

◆文言の訂正
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第２章１５節「道路・橋梁・トンネル等の地震対策」 第２章１５節「道路・橋梁・トンネル等の地震対策」
３　道路種別毎の業務内容 ３　道路種別毎の業務内容
(2)国道及び県道
ア 道路の整備
　国道及び県道は、高速道路へのアクセスはもちろんのこと、
幹線道路として人的・物的移動において最も利用される道路施
設である。このような状況から、国及び県は、十分な耐震性を
確保するとともに、日常、災害時の点検を実施し、耐震性確保
に必要な補修等の災害予防措置を講ずる。特に災害時を含めた
安定的な輸送を確保するため、緊急輸送道路や重要物流道路、
代替・補完路の機能強化を実施する。

(2)国道及び県道
ア 道路の整備
　国道及び県道は、高速道路へのアクセスはもちろんのこと、
幹線道路として人的・物的移動において最も利用される道路施
設である。このような状況から、国及び県は、十分な耐震性を
確保するとともに、日常、災害時の点検を実施し、耐震性確保
に必要な補修等の災害予防措置を講ずる。〈追加〉

◆防災基本計画に合わせた修
正

カ 防災拠点となる道の駅の整備
　市と連携し、道路管理者による応急対応の拠点のみならず、
自衛隊、警察等の救護活動の拠点、緊急物資等の基地機能、さ
らには復旧、復興の拠点になりうる、防災拠点となる道路の駅
の整備を推進する。具体的には以下の要件を満たす道の駅の整
備を促進する。
a 休憩施設等の建物の耐震化、無停電化、通信や水の確保等に
より、災害時にも業務実施可能な施設
b 災害時の活動に必要なスペースが確保されている。
c 道の駅の業務継続計画が策定されている。

〈追加〉 ◆防災基本計画に合わせた修
正

第２章１８節「河川・海岸災害予防」 第２章１８節「河川・海岸災害予防」
【本所】土木課、農山漁村振興課、防災安全課　【庁舎】総務
企画課、産業建設課
【関係機関】県（河川課、農林水産部、庄内総合支庁）、国
（庄内森林管理署、酒田河川国道事務所、〈削除〉）、山形県
建設業協会鶴岡支部

【本所】土木課、農山漁村振興課、防災安全課　【庁舎】総務
企画課、産業建設課
【関係機関】県（河川課、農林水産部、庄内総合支庁）、国
（庄内森林管理署、酒田河川国道事務所、新庄河川事務所）、
山形県建設業協会鶴岡支部

◆新庄河川事務所が管轄する
該当内容がないため削除
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第２章１９節「農地・農業用施設等の災害予防」 第２章１９節「農地・農業用施設等の災害予防」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴市の役割 ⑴市の役割

（略） （略）
⑤災害予防対策
　地震による破損等で決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施
設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池（以下、
防災重点ため池という）について、県と連携してデータベース
の整備やハザードマップ等を作成し、地域住民に対して適切な
情報提供を図る。

〈追加〉

◆「農業用ため池の管理及び
保全に関する法律」及び防災
重点ため池の再選定に係る文
章の修正

⑵県の役割 ⑵県の役割
（略） （略）

⑥災害予防対策
　平成25～26年度に実施した「ため池一斉点検」及び平成30年
度に実施した「全国ため池緊急点検」により、防災重点ため池
に位置付けられたものについて、より詳細な耐震点検を実施す
る。その結果、耐震不足と判断されたため池は、地域住民の安
全を確保するため、ため池の所有者と相互に連携しながら、監
視・管理体制の強化等を図り、計画的に施設の改修・補強を進
める。

〈追加〉

⑶土地改良区・施設管理者等の役割 ⑶土地改良区・施設管理者等の役割
（略） （略）

⑥災害予防対策
　ため池の所有者等は、「農業用ため池の管理及び保全に関す
る法律」に基づき、ため池の規模、構造等を内容とする届出を
行う。老朽化の著しいもの及び洪水吐機能の不足するものにつ
いて現地調査を行い、施設の監視・管理体制の強化を図るとと
もに、危険度の判定結果に基づいた計画的な施設の改善を行
う。

〈追加〉
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第２章２０節「建築物等の災害予防」 第２章２０節「建築物等の災害予防」

【本所】防災安全課、建築課、都市計画課、教育委員会、消防
本部
【庁舎】総務企画課、産業建設課
【関係機関】県（防災くらし安心部、総務部、環境エネルギー
部、県土整備部、病院事業局）、県教育委員会、警察本部、市
民、企業（事業所）等、学校、病院、社会福祉施設

【本所】防災安全課、建築課、都市計画課、教育委員会、消防
本部
【庁舎】総務企画課、産業建設課
【関係機関】県（防災危機管理課、総務部、環境エネルギー
部、県土整備部、病院事務局）、県教育委員会、警察本部、市
民、企業（事業所）等、学校、病院、社会福祉施設

◆組織名の誤り

２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴市の役割 ⑴市の役割
④一般建築物の災害予防 ④一般建築物の災害予防
ア　相談等 ア　相談等

（略） （略）
ｅ 空き家の危険個所の応急処置と危険空き家の解体 〈追加〉 ◆危険空き家に関する相談業

務は取り組んでいるため追加

（略） （略）

ウ　危険な空き家の把握
　市は、危険な空き家及び管理者が施設内に常駐していない大
規模建築物の把握に努める。

〈追加〉
◆危険空き家、大規模空き家
の把握に関する業務を行って
いることから追加

⑶市民・企業（事業所）等の役割 ⑶市民・企業（事業所）等の役割
①個人や家庭の役割 ①個人や家庭の役割
　自己の居住する住宅及び空き家等の建築物の維持・保全に努
めるとともに、市及び県の指導・助言を参考に、耐震化や二次
部材による被害防止等により安全性の向上を図るものとする。
　灯油ホームタンクなど危険物の保管設備については、転倒防
止のための固定や定期的な配管の点検に努めるものとする。

　自己の居住する住宅 〈追加〉 等の建築物の維持・保全に努
めるとともに、市及び県の指導・助言を参考に、耐震化や二次
部材による被害防止等により安全性の向上を図るものとする。
　　　　　　　　　　　〈追加〉

◆山形沖地震の際に現地調査
を行ったところ、空き家で適
正管理がなされておらず、倒
壊の危険があったことから、
空き家も災害予防の対象とす
る。
◆山形沖地震で灯油のホーム
タンクの転倒等による油漏れ
が多発したことから、その適
正管理に努めることを明記す
る。

（略） （略）
③企業（事業所）等、学校、病院、社会福祉施設等の役割 ③企業（事業所）等、学校、病院、社会福祉施設等の役割

（略） （略）
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

ウ　可能な範囲において、再生可能エネルギー発電設備等の整
備に努めるものとする。

〈追加　〉 ◆市として再生可能エネル
ギー発電設備の普及促進して
いる旨を明記する。

第２章２３節「ライフライン強化対策（電話）」 第２章２３節「ライフライン強化対策（電話）」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑵設備面の災害予防 ⑵設備面の災害予防

（略） （略）
④電気通信施設の巡視点検
　電気通信工作物を、関係法令に基づく技術基準に適合するよ
うに常に保持するとともに、定期的に巡視点検を実施し、事故
の未然防止を図る。
　倒木等により通信網に支障が生じることへの対策として、地
域性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧
作業の迅速化に向けた、県及び電気事業者と相互連携の拡大に
努める。なお、事前伐採等の実施に当たっては、市との協力に
努める。

<追加>

◆防災基本計画の修正

（略） （略）
⑸災害時広報活動 ⑸災害時広報活動

　平常時から利用者に対し、通信の仕組みや代替通信手段の提
供等や、災害時における通信料の増加を抑制するため、災害時
の不要不急な通信は控えるよう周知に努める。
　地震災害によって電気通信サービスに支障を来した場合又は
利用の制限を行った場合は、正確かつ速やかに広報活動を行う
ため、関係部門との連絡体制や連絡ルートの整備を図り、基礎
データ等を事前に準備しておくものとする。

　<追加>
　地震災害によって電気通信サービスに支障を来した場合又は
利用の制限を行った場合は、正確かつ速やかに広報活動を行う
ため、関係部門との連絡体制や連絡ルートの整備を図り、基礎
データ等を事前に準備しておくものとする。

◆防災基本計画の修正
（事業者における停電、通信
障害発生時の被害状況把握、
被災者への情報提供の体制整
備）

第２章２５節「ライフライン強化対策（電力）」 第２章２５節「ライフライン強化対策（電力）」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴事業者の役割 ⑴事業者の役割
①電力の安定供給 ①電力の安定供給

（略） （略）
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

イ 電気事故の防止 イ 電気事故の防止
　電気工作物を常に法令で定める「技術基準」及び社内の「保
安規程」等に適合するよう確保するとともに、巡視点検及び改
修を行うものとする。
　倒木等により電力供給網に支障が生じることへの対策とし
て、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時
の復旧作業の迅速化に向けた、県及び電気通信事業者と相互連
携の拡大に努める。なお、事前伐採等の実施に当たっては、市
との協力に努める。

　電気工作物を常に法令で定める「技術基準」及び社内の「保
安規程」等に適合するよう確保するとともに、巡視点検及び改
修を行うものとする。
<追加>

◆防災基本計画の修正
（事業者における停電、通信
障害発生時の被害状況把握、
被災者への情報提供の体制整
備）

（略） （略）
③防災時広報活動
　停電による社会不安の除去、公衆感電事故、電気火災等の二
次災害防止のため、平常時から防災体制について広報するとと
もに、災害発生時における広報活動を速やかに行うため、社内
連絡体制を整備しておくものとする。
　また、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対
する被害情報等の伝達に係る体制の整備に努めるものとする。

③防災時広報活動
　停電による社会不安の除去、公衆感電事故、電気火災等の二
次災害防止のため、平常時から防災体制について広報するとと
もに、災害発生時における広報活動を速やかに行うため、社内
連絡体制を整備しておくものとする。
〈追加〉

◆防災基本計画の修正
（事業者における停電、通信
障害発生時の被害状況把握、
被災者への情報提供の体制整
備）

第２章２７節「ライフライン強化対策（上水道）」 第２章２７節「ライフライン強化対策（上水道）」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑵市の役割 ⑵市の役割

（略） （略）
②重要施設の耐震化・近代化の推進 ②重要施設の耐震化・近代化の推進

（略） （略）
オ 浄水場等での供給予備力強化、各施設の運転状況、被害状況
を迅速に把握できる監視システムの整備

オ 浄水場等での供給予備力強化〈追加〉各施設の運転状況、被
害状況を迅速に把握できる監視システムの整備

◆読点の追加

（略） （略）
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

⑬応急給水用施設設備及び応急復旧用資機材の整備 ⑬応急給水用施設設備及び応急復旧用資機材の整備
ア 耐震性貯水槽の整備
イ 加圧ポンプ付給水車の整備
ウ 給水タンクの整備
エ 可搬ポリパック等の簡易容器の整備
オ 〈削除〉、排水ポンプ、発電機、漏水探知機等の応急復旧用
機械器具の整備
カ 直管、異形管、ジョイント等の応急復旧用資材の整備
キ 広域ブロック圏別での整備、備蓄の推進
ク 資機材の製造及び取扱業者等との事前協定による復旧用資機
材等の緊急調達計画の策定
ケ 作業員の安全装備用品等の常備

ア 耐震性貯水槽の整備
イ 加圧ポンプ付給水車の整備
ウ 給水タンクの整備
エ ペットボトル等の〈追加〉容器の整備
オ 掘削機、排水ポンプ、発電機、漏水探知機等の応急復旧用機
械器具の整備
カ 直管、異形管、ジョイント等の応急復旧用資材の整備
キ 広域ブロック圏別での整備、備蓄の推進
ク 資機材の製造及び取扱業者等との事前協定による復旧用資機
材等の緊急調達計画の策定
ケ 作業員の安全装備用品等の常備

◆ペットボトルを現況備蓄品
名称へ変更する。
◆掘削機は、直営の掘削作業
は行わないため削除する。

第２章２８節「ライフライン強化対策（下水道）」 第２章２８節「ライフライン強化対策（下水道）」
【関係機関） 【関係機関）
県（県土整備部、農林水産部）、市民、企業（事業所）等、(公
財)山形県建設技術センター、(地方共同法人)日本下水道事業
団、(一社)地域環境資源センター、(公社)日本下水道管路管理
業協会、山形県下水道協会、〈削除〉、東北電力ネットワーク
㈱、(一財)東北電気保安協会、建設業者

県（県土整備部、農林水産部）、市民、企業（事業所）等、(公
財)山形県建設技術センター、(地方共同法人)日本下水道事業
団、(一社)地域環境資源センター、(公社)日本下水道管路管理
業協会、山形県下水道協会、（一社）日本下水道施設管理業協
会、東北電力㈱、(一財)東北電気保安協会、建設業者

◆協定未締結により削除

１　計画の目的 １　計画の目的
　地震による被害を最小限に防止するため、市は、下水道施設
の耐震性確保とともに、資機材の整備や関連機関との協力体制
などの整備を図る。

　地震による被害を最小限に防止するため、市は、下水道施設
の耐震性確保とともに、資器材の整備や関連機関との協力体制
などの整備を図る。

◆語句の修正

２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴市の役割 ⑴市の役割

（略） （略）
④安全確保対策 ④安全確保対策

（略） （略）
キ 耐震計画及び耐水対策計画並びに設計及び施行 キ 耐震計画及び耐水対策計画並びに設計及び施行

（略） （略）
c 処理場の流入ゲート及び放流ゲートは、河川水位等を十分考
慮に入れた構造とし、処理場及びポンプ場の機械・電気設備
は、浸水に耐える構造及び配置とする。

c 処理場の流入ゲート及び放流ゲートは、河川水位等を十分考
慮に入れた構造とし、処理場及びポンプ場の機械・電気設備
は、浸水に耐える構造〈追加〉とする。

◆文言の修正
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

ク 長時間停電対策 ク 長時間停電対策
ａ 非常用電源の確保 ａ 非常用発電機（可搬式）の確保 ◆文言の修正
　下水道施設の停電対応として、非常用発電機を整備しておく
ほか、建設会社及びリース会社等と災害時における電源車や可
搬式発電機の優先借受けについて協定の締結を図る。

　マンホールポンプ場の停電対応として、最低必要台数を備品
として確保しておくほか、建設会社及びリース会社等と災害時
における非常用発電機の優先借受けについて協定の締結を図
る。

ｂ 燃料の確保 ｂ 燃料の確保
　非常用電源及び車両用として、燃料供給業者と災害時におけ
る燃料の優先供給について協定の締結を図る。

　非常用発電機用及び車両用として、燃料供給業者と災害時に
おける燃料の優先供給について協定の締結を図る。

　なお、非常用電源の燃料は72時間分の備蓄を目標とする。 〈追加〉
◆令和元年東日本台風の教訓

（略） （略）
⑦災害復旧資機材等の確保 ⑦災害復旧資機材等の確保 ◆正式名称を記載

　市は、緊急措置及び応急復旧を的確かつ迅速に行うため、必
要な資機材を確保しておく。また、独自に確保できない資機材
等については、(一社)山形県建設業協会や民間企業等と協力協
定を締結することや、北海道・東北ブロックの下水道管理者及
び地方共同法人日本下水道事業団等の協力を得るなど、広域的
な支援体制の確立を図る。

　市は、緊急措置及び応急復旧を的確かつ迅速に行うため、必
要な資機材を確保しておく。また、独自に確保できない資機材
等については、(一社)山形県建設業協会や民間企業等と協力協
定を締結することや、北海道・東北ブロックの下水道管理者及
び下水道事業団等の協力を得るなど、広域的な支援体制の確立
を図る。

（略） （略）
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

⑶関係機関の役割 ⑶関係機関の役割
④(公社)日本下水道管路管理業協会
ア 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市及び県と情報交
換し、連携を密にするように努めるものとする。
イ 必要な機材の調達等、災害時の対応に協力するように努める
ものとする。

　〈削除〉

⑤東北電力ネットワーク㈱
ア 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市及び県と情報交
換し、連携を密にするように努めるものとする。
イ 必要な機材の調達等、災害時の対応に協力するように努める
ものとする。
⑥(一財)東北電気保安協会
ア 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市及び県と情報交
換し、連携を密にするように努めるものとする。
イ 必要な機材の調達等、災害時の対応に協力するように努める
ものとする。

④(公社)日本下水道管路管理業協会
ア 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市及び県と情報交
換し、連携を密にするように努めるものとする。
イ 必要な機材の調達等、災害時の対応に協力するように努める
ものとする。
⑤(一社)日本下水道施設管理業協会
ア 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市及び県と情報交
換し、連携を密にするように努めるものとする。
イ 必要な機材の調達等、災害時の対応に協力するように努める
ものとする。
⑥東北電力㈱
ア 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市及び県と情報交
換し、連携を密にするように努めるものとする。
イ 必要な機材の調達等、災害時の対応に協力するように努める
ものとする。
⑦(一財)東北電気保安協会
ア 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市及び県と情報交
換し、連携を密にするように努めるものとする。
イ 必要な機材の調達等、災害時の対応に協力するように努める
ものとする。

◆協定未締結により削除

第２章３２節「食料・生活必需品の確保」 第２章３２節「食料・生活必需品の確保」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴市の役割 ⑴市の役割
①物資の緊急体制の確立 ①物資の緊急体制の確立

（略） （略）
エ 独自では食料等の確保が困難となった被災者の発生に備え、
食料等の備蓄及び調達体制を整備するとともに、物資調達・輸
送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資
拠点の登録に努める。

エ 独自では食料等の確保が困難となった被災者の発生に備え、
食料等の備蓄及び調達体制を整備する。

◆防災基本計画の修正
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

④物資の備蓄、確保及び方法 ④物資の備蓄、確保及び方法
（略） （略）

オ 食品の供給にあたっては、年齢、アレルギーを含む摂取上の
障害、腎臓病患者への低たんぱく食品の提供等、高齢者や乳幼
児、傷病者等の要配慮者に配慮し、次の品目を中心に確保す
る。

オ 食品の供給にあたっては、年齢、アレルギーを含む摂取上の
障害、腎臓病患者への低たんぱく食品の提供等、高齢者や乳幼
児、傷病者等の要配慮者に配慮し、次の品目を中心に確保す
る。

ａ 炊き出し用米穀、乾パン、包装米飯、乾燥米穀及び乳幼児用
粉ミルク・液体ミルク等の主食

ａ 炊き出し用米穀、乾パン、包装米飯、乾燥米穀及び乳幼児用
調整粉乳等の主食

◆防災基本計画の修正

（略） （略）
カ 平常時から石油商業組合等と連携して中核給油所や小口燃料
配送拠点における燃料の確保等を促進するとともに、中核給油
所等の情報を市と共有するなど、災害時における石油等の安定
供給を確保するための体制を構築する。

カ 平常時から石油商業組合等と連携して中核給油所や小口燃料
配送拠点の整備に努め、災害時において石油の安定供給を確保
するための体制を構築し、ガソリンや灯油等の燃料を確保する
ように努める。

◆実情に合わせた修正

（略） （略）
キ 高齢者や乳幼児、性別、身体のサイズ等のきめ細かなニーズ
にも配慮し、次の品目を中心に確保に努める。

キ 高齢者や乳幼児、性別、身体のサイズ等のきめ細かなニーズ
にも配慮し、次の品目を中心に確保に努める。

（略） （略）

ｇ 光熱材料等（懐中電灯、乾電池、ラジオ、温度計、カセット
コンロ、カセットボンベ、ブルーシート、土のう袋　ほか）

ｇ 光熱材料等（懐中電灯、乾電池、ラジオ、温度計、カセット
コンロ、カセットボンベほか）

◆防災基本計画の修正

⑵県の役割 ⑵県の役割
（略） （略）

③市に対する支援体制の整備
　市に対し、物資の提供・代理調達、輸送・配付等の支援を行
う体制を整備するとともに、物資調達・輸送調整支援システム
を活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努め、沿
岸市町における食料等の備蓄状況を常に把握しておく。また、
県及び市は、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運
送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者
等の発災時の連絡先、要請手続等確認を行うよう努める。

③市に対する支援体制の整備
　市に対し、物資の提供・代理調達、輸送・配付等の支援を行
う体制を整備する<追加>。<追加>

◆防災基本計画の修正
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

⑶関係機関の役割 ⑶関係機関の役割
①日本赤十字社山形県支部 ①日本赤十字社山形県支部

ア 毛布等の救援物資の備蓄及び緊急配送体制を整備し、発災直
後の市及び県からの要請又は独自の判断に基づく避難所等への
搬送に備えるものとする。
イ 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市及び県と情報交
換し連絡を密にするものとする。

ア 毛布等の〈追加〉物資の備蓄及び緊急配送体制を整備し、発
災直後の市及び県からの要請又は独自の判断に基づく避難所等
への配送に備えるものとする。
イ 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市及び県と情報交
換し連絡を密にするものとする。

◆文言の修正

第２章３３節「輸送体制の整備」 第２章３３節「輸送体制の整備」
２　緊急輸送ネットワークの設定 ２　緊急輸送ネットワークの形成 ◆文言の整理
⑴緊急輸送ネットワークの指定 ⑴緊急輸送ネットワークの指定

　災害時の応急対策活動を円滑に行うため、市内の防災活動拠
点（市、警察署、消防署等の庁舎）、輸送施設（道路、空港、
港湾、漁港、鉄道駅及び臨時へリポート等）、輸送拠点（ト
ラックターミナル、卸売市場、災害拠点病院、物資輸送拠点
等）及び防災備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体にした緊急
輸送ネットワークを指定する。

　災害時の応急対策活動を円滑に行うため、市内の防災活動拠
点（市、警察署、消防署等の庁舎）、輸送施設（道路、空港、
港湾、漁港、鉄道駅及び臨時へリポート等）、輸送拠点（ト
ラックターミナル、卸売市場、災害拠点病院、集積配分拠点
等）及び防災備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体にした緊急
輸送ネットワークを指定する。

◆用語の適正化

３　物資輸送拠点の環境整備等 ３　集積配分拠点の環境整備等
ア 物資輸送拠点において、運送事業者等を主体とした業務の実
施を図るとともに、円滑な物資輸送等のため、以下の環境整備
を図る。なお、整備にあたっては、緊急輸送道路上にある道の
駅等の公共施設を物資輸送拠点にすることも検討する。

ア 集積配分拠点において、運送事業者等を主体とした業務の実
施を図るとともに、円滑な物資輸送等のため、以下の環境整備
を図る。<追加>

◆用語の適正化
◆道の駅の防災拠点化を進め
る国の施策を反映。

（略） （略）

イ 市は、社会的、地理的状況、災害による被害想定や避難所の
配置状況等を考慮し、一時物資輸送拠点の候補<削除>となる公
的施設又は運送事業者等の施設を、当該施設の管理者と協議の
うえ、複数選定しておく。

イ 市は、社会的、地理的状況、災害による被害想定や避難所の
配置状況等を考慮し、一時集積配分拠点の候補地となる公的施
設又は運送事業者等の施設を、当該施設の管理者と協議のう
え、複数選定しておく。

◆用語の適正化

＜一時物資輸送拠点施設＞ ＜一時集積配分拠点施設＞
※令和2年3月31日現在 ※平成31年年3月31日現在 ◆時点修正
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

５　臨時へリポートの選定・整備 ５　臨時へリポートの選定・整備
　市は、緊急輸送ネットワークを形成する施設として、小中学
校のグラウンド、陸上競技場等を臨時へリポートとして指定し
ておく。なお、選定にあたっては、緊急輸送道路上にある道の
駅等の公共施設を臨時ヘリポート候補地にすることも検討す
る。

　市は、緊急輸送ネットワークを形成する施設として、小中学
校のグラウンド、陸上競技場等を臨時へリポートとして指定し
ておく。<追加〉

◆防災基本計画の修正

※令和2年3月31日現在 ※平成31年3月31日現在

＜臨時へリポート開設場所＞ ＜臨時へリポート開設場所＞
◆施設名称の変更

※令和2年3月31日現在 ※平成31年3月31日現在

６　緊急輸送用車両等の確保・整備 ６　緊急輸送用車両等の確保・整備
　市は、車両等の必要予想数及び調達先並びに物資の物資輸送
拠点施設等を明確にしておくとともに、緊急輸送が円滑に実施
されるよう、運送事業者と物資の保管、荷捌き及び輸送に係る
協定を締結する等体制の整備に努める。この際、市及び県は、
災害時に物資の輸送拠点から指定避難所等までの輸送手段を含
めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資
の輸送拠点を選定しておくよう努める。

　市は、車両等の必要予想数及び調達先並びに物資の集積配分
拠点施設等を明確にしておくとともに、緊急輸送が円滑に実施
されるよう、運送事業者<追加>と協定を締結する等体制の整備
に努める。<追加>

◆用語の適正化
◆防災基本計画の修正

№ 施　設　名 用　途 住　所 連　絡

11 長沼地区地域活動センター グラウンド 長沼字宮前164 64-2122

（略）

（略）

№ 施　設　名 用　途 住　所 連　絡

11 旧長沼小学校 グラウンド 長沼字宮前164 64-2158

（略）

（略）
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第２章３４節「学校等の防災対策・防災教育」 第２章３４節「学校等の防災対策・防災教育」
２　各主体の役割及び業務の内容 ２　各主体の役割及び業務の内容
⑴学校等の役割 ⑴学校等の役割
①学校安全計画や防災マニュアルの策定 ①学校安全計画や防災マニュアルの策定

（略） （略）
イ 内容 イ 内容
a　安全教育に関する事項
(a)校種別・月別の関連教科等における安全に関する指導事項
(b)学年別・月別<削除>の指導事項
〇特別活動における指導事項
・ 学級（ホームルーム）活動における指導事項（生活安全、交
通安全、災害安全の内容についての題材名等）

a　安全教育に関する事項
(a)校種別・月別の関連教科、道徳の時間、総合的な学習の時間
における安全に関する指導事項
(b)学年別・月別の安全指導の指導事項
　　　　　　　　　　　　<追加>
・ 学級（ホームルーム）活動における指導事項（生活安全、交
通安全、災害安全の内容についての題材名等）

◆学習指導要領の改訂、「第
２次学校安全の推進に関する
計画」（文部科学省）の策定
に対応した学校安全資料
「『生きる力』をはぐくむ学
校での安全教育」（文部科学
省）の改訂に伴う修正

・ 学校行事（避難訓練、交通安全教室などの安全に関する行
事）における指導事項

・ 学校行事（避難訓練等安全に関する行事）における指導事項

・ 児童（生徒）会活動<削除>等での安全に関して予想される活
動に関する指導事項

・ 児童（生徒）会活動、クラブ活動・部活動等での安全に関し
て予想される活動に関する指導事項

第２章３６節「ボランティア活動の推進」 第２章３６節「ボランティア活動の推進」
２各主体の役割 ２各主体の役割
⑴市の役割 ⑴市の役割
③活動環境の整備 ③活動環境の整備

　市及び県は、平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等
の活動支援やリーダーの育成を図るとともに、行政・ＮＰＯ・
ボランティア等の三者で連携し、被災者ニーズ等の情報提供方
策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研
修や訓練を通じて推進する。
　また、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家
屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を
構築するとともに、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災
害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めること
で、防災ボランティア活動の環境整備に努める。

　市及び県は、被災者ニーズ等の情報提供方策の整備やボラン
ティア団体の活動支援、リーダー育成等、ボランティア活動の
育成を図る。

◆防災基本計画の修正
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第３章１節「災害対策本部の組織・運営・動員」 第３章１節「災害対策本部の組織・運営・動員」
６　災害復旧対策会議

　災害対策本部廃止以後の市の意思決定機関として、災害によ
る応急復旧・復興に関する重要事項を協議決定し、その実施の
推進を図るため、災害復旧対策会議を設置する。

〈追加〉
◆市独自に新たに追加

⑴　会議の組織

⑵　設置基準
　市長は、災害による応急復旧・復興等に係る事項を決定する
ために必要があると判断した場合は、会議を設置するものとす
る。

⑶　廃止基準
　・応急復旧・復興対策活動が完了、もしくは完了の見込み
　　が立ったとき
　・その他、本部長が廃止できると判断したとき

⑷　協議事項
　・応急復旧・復興対策に関すること
　・支援策に関すること
　・災害対策費の予算に関すること
　・災害救助法及び被災者生活再建支援制度等に関すること
　・その他

⑸　事務局
　会議の事務を処理するため、事務局を防災安全課に置く。

７　活動体制の区分及び設置基準 ６　活動体制の区分及び設置基準
８　職員の動員基準 ７　職員の動員基準

本部長 副市長

本部員

総務部長、企画部長、市民部長、危機管理監、
健康福祉部長、農林水産部長、商工観光部長、
建設部長、病院事務部長、上下水道部長、消防
長、教育部長、各支所長
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

９　災害対策本部及び地域災害対策本部の事務分掌 ８　災害対策本部及び地域災害対策本部の事務分掌
別表1「災害対策本部の各部・各班の事務分掌表」 別表1「災害対策本部の各部・各班の事務分掌表」

◆山形県沖地震の教訓を踏ま
え事務分掌を追加
◆併せて班編成を変更

部名
班名

（●班長）
事務分掌

財政班
（財政課）
（●契約管財課）
（会計課）
（スポーツ課（※2））

・生活必需品（※1）や災害用物資の調達（※
3）・管理に関すること
・市有建物（普通財産）の被害調査に関する
こと
・災害予算の編成に関すること
・災害予算の経理に関すること
・公用車の一元管理に関すること
・市有物件災害共済の見舞金等に関すること

相談・職員班
（●職員課）
　〈削除〉
（監査事務局）
（選管事務局）

・問合せ・相談に関すること
・災害対策要員の確保に関すること
・公務災害補償に関すること
・職員の安否に関すること
・業務継続に関すること

市民部
災害対策班
（●防災安全課）

・災害対策本部の設置及び廃止に関すること
・災害応急対策実施の総合的計画、調整に関
すること
・指揮命令の伝達に関すること
・本部員会議、本部連絡員室に関すること
・支部、現地本部の統轄に関すること
・職員の動員に関すること
・防災資機材の避難所への搬出に関すること
・災害救助法に関すること
・災害派遣要請（自衛隊、日赤、県、他市町
村等）に関すること
・その他本部長の命ずる事項

（略）

総務部

（略）

部名
班名

（●班長）
事務分掌

財政班
（財政課）
（●契約管財課）
　〈追加〉
（スポーツ課（※2））

・生活必需品（※1）や災害用物資の調達（※
3）・管理に関すること
・市有建物（普通財産）の被害調査に関する
こと
・災害予算の編成に関すること
・災害予算の経理に関すること
・〈追加　〉
・〈追加〉

相談・職員班
（●職員課）
（会計課）
（監査事務局）
（選管事務局）

・問合せ・相談に関すること
・災害対策要員の確保に関すること
・公務災害補償に関すること
・職員の安否に関すること
・業務継続に関すること

市民部
災害対策班
（●防災安全課）

・災害対策本部の設置及び廃止に関すること
・災害応急対策実施の総合的計画、調整に関
すること
・指揮命令の伝達に関すること
・本部員会議、本部連絡員室に関すること
・支部、現地本部の統轄に関すること
・職員の動員に関すること
・〈追加〉
・災害救助法に関すること
・災害派遣要請（自衛隊、日赤、県、他市町
村等）に関すること
・その他本部長の命ずる事項

（略）

総務部

（略）
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第３章３節「自衛隊派遣の要請・受け入れ体制」 第３章３節「自衛隊派遣の要請・受け入れ体制」
３　自衛隊災害派遣要請の手続き、県及び自衛隊の派遣要請連
絡窓口等

３　自衛隊災害派遣要請の手続き、県及び自衛隊の派遣要請連
絡窓口等

⑴自衛隊災害派遣要請の手続き ⑴自衛隊災害派遣要請の手続き
④自衛隊の自主派遣 ④自衛隊の自主派遣
ア　自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要
し、知事等の要請を待ついとまがないと認められるときは、要
請を待つことなく、次の基準により部隊等を派遣する。
a 関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛
隊が情報収集を行う必要があると認められること。
b 知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができず、直
ちに救援の措置をとる必要があると認められること。
c 自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動
が人命救助に関するものであると認められること。
d 上記に準じ特に急を要し、知事からの要請を待ついとまがな
いと認められること。

<追加>自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を
要し、知事等の要請を待ついとまがないと認められるときは、
要請を待つことなく、次の基準により部隊等を派遣する。
ア 関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛
隊が情報収集を行う必要があると認められること。
イ 知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができず、直
ちに救援の措置をとる必要があると認められること。
ウ 自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動
が人命救助に関するものであると認められること。
エ 上記に準じ特に急を要し、知事からの要請を待ついとまがな
いと認められること。

◆防災基本計画の修正

イ　自衛隊は、大規模な災害が発生した際には、被災直後の地
方公共団体は混乱していることを前提に、災害時の活動が円滑
に進むよう、活動内容について「提案型」の支援を自発的に行
い、関係省庁の協力も得て、自衛隊に対するニーズを早期に把
握・整理するものとする。

<追加>

ウ　自衛隊は、知事の要請を待たずに部隊等の災害派遣を行っ
た場合においても、できる限り早急に知事に連絡し、密接な連
絡調整のもとに、適切かつ効率的な救援活動の実施に努める。 <追加>

エ　知事の要請を待たずに部隊等を派遣した後に、知事が派遣
要請をした場合は、派遣当初から知事の派遣要請に基づく救援
活動を実施したとみなす。

<追加>

第３章４節「災害情報の収集・伝達」 第３章４節「災害情報の収集・伝達」

【関係機関】県災害対策本部（総合調整班、ライフライン対策
班）、警察本部、酒田海上保安部、防災関係機関、放送事業
者、ボランティア団体等

【関係機関】県災害対策本部（総合調整班、ライフライン対策
班）、警察本部、防災関係機関、放送事業者、ボランティア団
体等

◆山形県地域防災計画との整
合
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

３　各主体の役割 ３　各主体の役割
⑵県の役割 ⑵県の役割
ア 県は、県内震度3以上の地震が発生した場合には、被災地の
市町村消防本部､県出先機関及び県警本部等を通じ被害情報の把
握に努める。情報の収集に当たっては、画像及び地図情報等の
視覚的情報を積極的に収集し、より実質的な被害の把握に努め
る。また、市において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等
の報告がなされないと判断する場合等にあっては、調査のため
の職員の派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種通信
手段の効果的な活用等により、あらゆる手段を尽くして被害情
報等の把握に努める。

ア 県は、県内震度3以上の地震が発生した場合には、被災地の
市町村消防本部､県出先機関及び県警本部等を通じ被害情報の把
握に努める。<追加>また、市において通信手段の途絶等が発生
し、被害情報等の報告がなされないと判断する場合等にあって
は、調査のための職員の派遣、ヘリコプター<追加>　等の機材
や各種通信手段の効果的な活用等により、あらゆる手段を尽く
して被害情報等の把握に努める。

◆山形県における近年の災害
を踏まえた修正（画像・地図
等の視覚的情報による被害情
報収集体制の強化）
◆防災基本計画の修正

⑶県警察の役割 ⑶県警察の役割
　警察署、交番・駐在所、パトロールカー、警察ヘリコプター
及び無人航空機等を通じて被災地の情報を収集する。

　地震発生時には、直ちに情報収集にあたり一元的な情報収集
体制を確立する。また、ヘリコプターテレビシステム､交通監視
カメラ等の画像情報を活用し､被災地域の情報を収集する。

◆山形県地域防災計画との整
合

⑷酒田海上保安部
　必要に応じ巡視船艇、航空機及び無人航空機等により海域部
及び沿岸部の被害調査にあたるとともに、関係機関等から情報
の収集に努める。

<追加> ◆山形県地域防災計画との整
合

　
⑸防災関係機関の役割 ⑷防災関係機関の役割

⑹市民・企業（事業所）等の役割 ⑸市民・企業（事業所）等の役割

第３章５節「地震・津波情報等の伝達」 第３章５節「地震・津波情報等の伝達」
１　計画の目的 １　計画の目的

＜達成目標＞
　地震の規模・発生場所や地震に伴う津波警報・注意報及び地
震関係情報を、防災行政無線、ケーブルテレビ、有線放送、テ
レビ、ラジオ、半鐘、「赤と白の格子模様の旗（津波フラッ
グ）」等を活用し、関係機関及び住民に対し迅速かつ的確に伝
達し、災害応急対策活動や住民等の避難の効果的な実施に役立
てる。

＜達成目標＞
　地震の規模・発生場所や地震に伴う津波警報・注意報及び地
震関係情報を、防災行政無線、ケーブルテレビ、有線放送、テ
レビ、ラジオ、半鐘<追加>等を活用し、関係機関及び住民に対
し迅速かつ的確に伝達し、災害応急対策活動や住民等の避難の
効果的な実施に役立てる。

◆気象業務法施行規則等を改
正し、津波警報等の伝達に赤
と白の格子模様の旗（津波フ
ラッグ）を用いることを定め
たことによる「津波フラッ
グ」の追加
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

４　業務の内容 ４　業務の内容
⑴津波警報等 ⑴津波警報等
①津波警報等の発表 ①津波警報等の発表
　「津波警報・注意報」、「地震・津波情報」及び「津波予
報」は、気象庁から発表され山形地方気象台を経由して、県、
関係機関、市及び住民へと伝達される。（別図1のとおり。）津
波による災害の発生が予想される場合に、津波警報（大津波、
津波又は津波注意報が「津波警報・注意報」の種類のとおり発
表される。「津波警報・注意報」が発表された場合、「津波情
報」のとおり津波の予想到達時刻や予想される津波の高さ等が
適宜発表される。地震発生後、津波による災害が起こるおそれ
がない場合には、「津波予報」のとおり発表される。地震情報
は、震度3以上を観測した場合、「地震情報の種類と内容」のと
おり、震度速報が1分半後に発表され、その後、震源に関する情
報等が順次発表される。

　「津波警報・注意報」、「地震・津波情報」及び「津波予
報」は、気象庁から発表され山形地方気象台を経由して、県、
関係機関、市及び住民へと伝達される。（別図1のとおり。）津
波による災害の発生が予想される場合に、津波警報（大津波、
津波又は津波注意報が「津波警報・注意報」の種類のとおり発
表される。「津波警報・注意報」が発表された場合、「津波情
報」のとおり津波の予想到達時刻や予想される津波の高さ等が
適宜発表される。地震発生後、津波による災害が起こるおそれ
がない場合には、「津波予報」のとおり発表される。地震情報
は、震度3以上を観測した場合、「地震情報の種類と内容」のと
おり、震度速報が2分以内に発表され、その後、震源に関する情
報等が順次発表される。

◆発表に係る時間を修正

②緊急地震速報 ②緊急地震速報
　気象庁は、最大震度5弱以上の揺れが予想された場合に、震度
4以上が予想される地域に対し、緊急地震速報（警報）を発表
し、これを報道機関等の協力によりテレビ等で住民等に周知す
る。 また、最大震度3以上又はマグニチュード3.5以上等と予想
されたときに、緊急地震速報（予報）を発表する。
　なお、緊急地震速報（警報）のうち予想震度が6弱以上のもの
を特別警報に位置付けている。
注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測
点で観測された地震波を解析することにより、地震による強い
揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報
である。このため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合、震
源に近い場所では強い揺れの到達に原理的に間に合わないこと
がある。

　気象庁は、最大震度5弱以上の揺れが予想された場合に、震度
4以上が予想される地域に対し、緊急地震速報（警報）を発表
し、これを報道機関等の協力によりテレビ等で住民等に周知す
る。
注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測
点で観測された地震波を解析することにより、地震による強い
揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報
である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わな
い。

◆緊急地震速報（予報）と予
想震度６弱以上を特別警報に
位置付けることの追記
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

③大津波警報・津波警報・注意報の種類等 ③<追加>津波警報・注意報の種類等
　気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに
推定し、これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、
地震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波警報又は
津波注意報（以下これらを「津波警報等」という。）を津波予
報区単位で発表する。
　津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常
は５段階の数値で発表する。ただし、地震の規模がマグニ
チュード８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地
震の規模をすぐに求めることができないため、津波警報等発表
の時点では、その海域における最大の津波想定等をもとに津波
警報等を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や津
波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」とい
う言葉を用いて発表し、非常事態であることを伝える。予想さ
れる津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、そ
の後、地震の規模が精度良く求められた時点で津波警報等を更
新し、津波情報では予想される津波の高さも数値で発表する。

　気象庁は、地震が発生した場合、地震の規模や位置を即時に
推定し、これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、
津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生して
から約3分を目標に、大津波警報、津波警報又は津波注意報を発
表する。津波警報等とともに発表する予想される津波の高さ
は、通常は数値で発表する。ただし、地震の規模（マグニ
チュード）が8を超えるような巨大地震は、地震の規模を数分内
に精度よく推定することが困難であることから、推定した地震
の規模が過小に見積もられているおそれがある場合は、予想さ
れる津波の高さを定性的表現で発表する。予想される津波の高
さを定性的表現で発表した場合は、地震発生から15分程度で正
確な地震規模を確定し、その地震規模から予想される津波の高
さを数値で示した更新報を発表する。

◆表現の適正化
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

「津波警報・注意報」の種類 「津波警報・注意報」の種類
◆表現の適正化

数値での発表
定性的表現
での発表
（※）

10m＜高さ 10m超

5m＜高さ≦10m 10m

3m＜高さ≦5m 5m

津波警報

予想される津
波の高さが高
いところで1m
を超え、3m以
下の場合

1m＜高さ≦3m 3m 高い

津波注意報

予想される津
波の高さが高
いところで
0.2m以上、1m
以下の場合で
あって、津波
による災害の
おそれがある
場合

0.2m＜高さ≦1m 1m （表記なし）

海の中では人は速い流
れに巻き込まれ、ま
た、養殖いかだが流
出し小型船舶が転覆
する。海の中にいる人
はただちに海から上
がって、海岸から離
れる。海水浴や磯釣
りは危険なので行わな
い。注意報が解除さ
れるまで海に入ったり
海岸に近付いたりしな
い。

発表される
津波の高さ

とるべき行動
津波警報・
注意報種類

発表基準
津波の高さ
予想の区分

大津波警報

予想される津
波の高さが高
いところで3m
を超える場合

巨大

（巨大）木造家屋が
全壊・流出し、人は
津波による流れに巻
き込まれる。沿岸部や
川沿いにいる人は、た
だちに高台や津波避
難ビルなど安全な場
所へ避難する。警報
が解除されるまで安
全な場所から離れな
い。（高い）標高の
低いところでは津波が
襲い、浸水被害が発
生する。人は津波によ
る流れに巻き込まれ
る。沿岸部や川沿いに
いる人はただちに高台
や津波避難ビルなど
安全な場所へ避難す
る。警報が解除され
るまで安全な場所か
ら離れない。

数値での発表
（津波の高さの予想の区分）

巨大地震の
場合の発表

10m超
（10ｍ＜予想高さ）

10m
（5m＜予想高さ≦10m）

5m
（3m＜予想高さ≦5m）

津波警報

予想される
津波の高さ
が高いとこ
ろで1mを超
え、3m以下
の場合

3m
（1m＜予想高さ≦3m）

高い

　標高の低いところ
では津波が襲い、浸
水被害が発生する。
人は津波による流れ
に巻き込まれる。沿
岸部や川沿いにいる
人はただちに高台や
津波避難ビルなど安
全な場所へ避難す
る。警報が解除され
るまで安全な場所か
ら離れない。

津波注意
報

予想される
津波の高さ
が高いとこ
ろで0.2m以
上、1m以下
の場合で
あって、津
波による災
害のおそれ
がある場合

1m
（0.2m＜予想高さ≦1m）

（表記しな
い）

海の中では人は速い
流れに巻き込まれ、
また、養殖いかだが
流出し小型船舶が転
覆する。海の中にいる
人はただちに海から上
がって、海岸から離
れる。海水浴や磯釣
りは危険なので行わ
ない。注意報が解除
されるまで海に入っ
たり海岸に近付いた
りしない。

津波警報
等の種類

発表基準

発表される
津波の高さ

想定される被害と取る
べき行動

大津波警報

予想される
津波の高さ
が高いとこ
ろで3mを超
える場合

巨大

　木造家屋が全壊・
流出し、人は津波に
よる流れに巻き込ま
れる。沿岸部や川沿
いにいる人は、ただち
に高台や津波避難ビ
ルなど安全な場所へ
避難する。警報が解
除されるまで安全な
場所から離れない。
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

大津波警報を特別警報に位置付けている。
「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点にお
ける潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の潮位との
差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

「津波情報」 「津波情報」
◆表現の適正化

「津波予報」 「津波予報」
◆表現の適正化

種類の情報 内容

津波到達予想時刻･予想される津
波の高さに関する情報

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ
を5段階の数値（メートル単位）又は「巨大」や「高い」と
いう言葉で発表

各地の満潮時刻･津波の到達予想
時刻に関する情報

主な地点の満潮時刻･津波の到達予想時刻を発表

津波観測に関する情報 実際に津波を観測した場合に、その時刻や高さを発表

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表

沖合の津波観測に関する情報
沖合で観測された津波の高さ、沿岸で推定される津波の高さ
を発表

種類の情報 内容

津波到達予想時刻･予想される津
波の高さに関する情報

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ
を5段階の数値（メートル単位）又は「巨大」や「高い」と
いう言葉で発表

各地の満潮時刻･津波の到達予想
時刻に関する情報

主な地点の満潮時刻･津波の到達予想時刻を発表

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表

沖合の津波観測に関する情報
沖合で観測された津波の高さ、及び沖合の観測値から推定さ
れる沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表

<削除>

発表基準 内容
津波が予測されない時（地震情報
に含めて発表）

津波の心配なしの旨を発表

0.2m未満の海面変動が予想された
時（津波に関するその他の情報に
含めて発表）

高いところでも0.2m未満の海面変動のため被害の心配はな
く、特段の防災対応の必要がない旨を発表

津波注意報解除後も海面変動が継
続する時（津波に関するその他の
情報に含めて発表）

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能
性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴等に際して
は十分な留意が必要である旨を発表

発表基準 内容
津波が予測されない時（地震情報
に含めて発表）

津波の心配なしの旨を発表

0.2m未満の海面変動が予想された
時<削除>

高いところでも0.2m未満の海面変動のため被害の心配はな
く、特段の防災対応の必要がない旨を発表

津波注意報解除後も海面変動が継
続する時<削除>

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能
性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴等に際して
は十分な留意が必要である旨を発表
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

「地震情報の種類と内容」 「地震情報の種類と内容」

◆時点修正
◆長周期地震動に関する観測
情報を追加

種類 発表基準 内容

震度速報 ・震度3以上
　地震発生後約1分半後に、震度3以上
を観測した地域名（全国約190地域に区
分）と地震の揺れの発現時刻を速報

震源に関す
る情報

・震度3以上（津波警報
又は注意報を発表した
場合は発表しない）

　地震の発生場所（震源）やその規模
（マグ二チュード）を発表
　「津波の心配がない」又は「若干の
海面活動があるかもしれないが被害の
心配はない」旨を付加

（略）

<追加>

種類 発表基準 内容

震度速報 ・震度3以上
　地震発生後約1分半後に、震度3以上
を観測した地域名（全国約188地域に区
分）と地震の揺れの検知時刻を速報

震源に関す
る情報

・震度3以上（津波警報
又は注意報を発表した
場合は発表しない）

　地震の発生場所（震源）やその規模
（マグ二チュード）を発表
　「津波の心配がない」又は「若干の
海面活動があるかもしれないが被害の
心配はない」旨を付加

長周期地震
動に関する
観測情報

・震度3以上

　高層ビル内での被害の発生可能性等
について、地震の発生場所（震源）や
その規模（マグニチュード）、地域ご
と及び地点ごとの長周期地震動階級等
を発表（地震発生から約20~30分後に気
象庁ホームページ上に掲載）

（略）
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

地震・津波情報及び津波警報･注意報に関する伝達系統図 地震・津波情報及び津波警報･注意報に関する伝達系統図
◆法定伝達経路を明記
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第３章７節「広報・広聴活動」 第３章７節「広報・広聴活動」
１　計画の目的 １　計画の目的
＜達成目標＞
　市は、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時
警報システム（Ｊ－ＡＲＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有
システム）、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能
を含む。）、ケーブルテレビ、有線放送、ホームページ、掲示
板、広報車、広報紙及びインターネット（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス（ＳＮＳ））等の多様な手段を活用しな
がら、時機を失することなく広報する。

＜達成目標＞
　市は、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時
警報システム（Ｊ－ＡＲＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有
システム）、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能
を含む。）、ケーブルテレビ、有線放送、ホームページ、掲示
板、広報車、広報紙及びインターネット　<追加>　　等の多様
な手段を活用しながら、時機を失することなく広報する。

◆実情に合わせた修正

３　各主体の役割 ３　各主体の役割
⑴市及び県の役割 ⑴市及び県の役割

（略） （略）
①市の役割等 ①市の役割等

（略） （略）
イ 手段 イ 手段

（略） （略）
ｅ 防災行政無線、緊急地震速報、ケーブルテレビ、有線放送、
ホームページ、テレビ、ラジオ、掲示板、広報紙及びインター
ネット（ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮ
Ｓ））等の活用

ｅ 防災行政無線、緊急地震速報、ケーブルテレビ、有線放送、
ホームページ、テレビ、ラジオ、掲示板、広報紙及びインター
ネット〈追加〉等の活用
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

５　被災者等への情報伝達活動 ５　被災者等への情報伝達活動
(1)被災者への情報伝達
　市及び県は、被災者のニーズを十分把握し、地震の被害、余
震の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、ライフ
ラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの
生活関連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情
報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に役
立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するように努め
る。
　なお、その際、高齢者、障害者、外国人等要配慮者に配慮し
た伝達を行う。
　市及び県は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等
が多様であることにかんがみ、情報を提供する際に活用する媒
体に配慮する。
　特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られてい
ることから、被災者生活支援に関する情報についてはチラシの
張り出し、配布等の紙媒体や広報車でも情報提供を行うなど、
適切に情報提供がなされるよう努める。
(2)市民への的確な情報伝達
　市及び県は、国民全体に対し地震の被害、余震の状況、安否
情報、交通施設等の復旧状況、支援物資の取扱い等、ニーズに
応じた情報を積極的に伝達する。

〈追加〉 ◆山形県地域防災計画との整
合
◆防災基本計画の修正

第３章８節「自分と家族を守る応急対策」 第３章８節「自分と家族を守る応急対策」
３　応急対策の実施 ３　応急対策の実施
⑴災害情報収集・伝達 ⑴災害情報収集・伝達

（略） （略）
ウ　訪日外国人観光客には万が一の災害に備えて事前にSafety
Tips（観光庁監修災害時情報提供アプリ）のダウンロードをす
ることをウェブサイト等で呼びかけ、現地では観光案内所を中
心に災害に関する情報や避難所情報を的確に伝達する。

　　　　　　　　　　　〈追加〉
◆訪日外国人観光客を対象と
した対応を追加
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第３章９節「住民等避難対策」 第３章９節「住民等避難対策」
４　避難情報の発令 ４　避難情報の発令
⑴避難勧告等の実施者 ⑴避難勧告等の実施者

◆「避難勧告等に関するガイ
ドライン」の改定に伴う修正

実施の基準
勧告等を実施した場合の通知等

避難準
備・高齢
者等避難
開始

<追加> 市　長
・避難準備・高齢
者等避難開始

・災害が発生するおそれがあり、要配
慮者が避難行動を開始する必要がある
と認めるとき

・災害が発生又は発生しようとしてい
る場合に、避難のための立退きによ
り、かえって人の生命や身体に危険が
及ぶおそれがあると認めるとき（災害
対策基本法第60条）

市長→（報告）→知事

・災害が発生し又は発生するおそれが
ある場合で、特に必要があると認める
場合
⇒避難の必要がなくなったときは、避
難住民に対し直ちにその旨を公示
（災害対策基本法60条）

市長→（報告）→知事

知　事
・立退きの勧告
・立退き先の指示

・市長がその全部又は大部分の事務を
行うことができないと認める場合
⇒避難の必要がなくなったときは、避
難住民に対し直ちにその旨を公示
⇒市長の事務の代行を開始し、又は終
了したときは、その旨を公示
（災害対策基本法60条）

区分 実施責任者 措置

屋内安全
確保

市　長
・屋内安全確保の
指示

市　長
・立退きの勧告
・立退き先の指示

避難勧告
及び
避難指示
（緊急）

<追加>

<追加>

<追加>

<追加>

実施の基準

勧告等を実施した場合の通知等

避難準
備・高齢
者等避難
開始

3 市　長
・高齢者等の要配
慮者への避難行動
開始の呼びかけ

・災害が発生するおそれがあり、要配
慮者が避難行動を開始する必要がある
と認めるとき

・災害が発生又は発生しようとしてい
る場合に、避難のための立退きによ
り、かえって人の生命や身体に危険が
及ぶおそれがあると認めるとき（災害
対策基本法第60条）

〈削除〉

・災害が発生し又は発生するおそれが
ある場合で、特に必要があると認める
場合
⇒避難の必要がなくなったときは、避
難住民に対し直ちにその旨を公示
<削除>

市町村長→（報告）→知事

知　事
・立退きの勧告
・立退き先の指示

・市長がその全部又は大部分の事務を
行うことができないと認める場合
⇒避難の必要がなくなったときは、避
難住民に対し直ちにその旨を公示
<削除>

災害発生
情報

5 市　長
・命を守るための
最善の行動をとる
よう呼びかけ

・既に災害が発生している状況であ
り、市町村が災害の発生を把握した場
合
※市町村が災害発生を確実に把握でき
るものではないため、災害が発生した
場合に必ずしも発令されるものではな
いことに留意

区分
警戒

レベル
実施責任者 措置

屋内安全
確保

市　長
・屋内での待避等
の安全措置

避難勧告
及び
避難指示
（緊急）

4

市　長
・立退きの勧告
・立退き先の指示
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新 旧

実施の基準
勧告等を実施した場合の通知等

・洪水又は高潮の氾濫により著しい危
険が切迫していると認められるとき
（水防法第29条）

水防管理者→（通知）→警察署長
・地すべりにより著しい危険が切迫し
ていると認められるとき（地すべり等
防止法第25条）
知事又はその命を受けた県職員
→（通知）→警察署長
・市長が立退きを指示することができ
ないと認める場合、又は市長から要求
があった場合（災害対策基本法61条）
警察官→（通知）→市長→（報告）→
知事
・重大な被害が切迫すると認める場
合、警告を発し、特に急を要する場
合、危害を受けるおそれがある者に対
し必要な限度で避難等の措置（警察官
職務執行法第4条）
警察官→（報告）→公安委員会

・市長が立退きを指示することができ
ないと認める場合、又は市長から要求
があった場合（災害対策基本法第61
条）

海上保安官→（通知）→市長→（報
告）→知事

・警察官がその場にいない場合、「警
察官職務執行法第4条」による避難等の
措置（自衛隊法第94条）

自衛官→（報告）→防衛大臣の指定す
る者

警察官

知事、その
命を受けた
県職員又は
水防管理者

・立退きの指示

・立退きの指示
・立退き先の指示

区分 <追加> 実施責任者 措置

海上保安官

災害派遣を
命ぜられた
部隊等の自

衛官

・避難等の措置

避難の指
示等

知事又はそ
の命を受け
た県職員

・立退きの指示

・立退きの指示
・立退き先の指示

・避難等の措置

<追加>

実施の基準

勧告等を実施した場合の通知等

・洪水又は高潮の氾濫により著しい危
険が切迫していると認められるとき
（水防法第29条）
水防管理者→（通知）→警察署長
・地すべりにより著しい危険が切迫し
ていると認められるとき（地すべり等
防止法第25条）
知事又はその命を受けた県職員
→（通知）→警察署長
・市長が立退きを指示することができ
ないと認める場合、又は市長から要求
があった場合（災害対策基本法61条）
警察官→（通知）→市長→（報告）→
知事
・重大な被害が切迫すると認める場
合、警告を発し、特に急を要する場
合、危害を受けるおそれがある者に対
し必要な限度で避難等の措置（警察官
職務執行法第4条）
警察官→（報告）→公安委員会
・市長が立退きを指示することができ
ないと認める場合、又は市長から要求
があった場合（災害対策基本法第61
条）
海上保安官→（通知）→市長→（報
告）→知事
・警察官がその場にいない場合、「警
察官職務執行法第4条」による避難等の
措置（自衛隊法第94条）
自衛官→（報告）→防衛大臣の指定す
る者

区分
警戒

レベル
実施責任者 措置

避難の指
示等

知事、その
命を受けた
県職員又は
水防管理者

・立退きの指示

知事又はそ
の命を受け
た県職員

災害派遣を
命ぜられた
部隊等の自

衛官

・避難等の措置

・立退きの指示

警察官

・立退きの指示
・立退き先の指示

・避難等の措置

海上保安官
・立退きの指示
・立退き先の指示
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

ウ 避難勧告等により立退き避難が必要な居住者等に求める行動 <追加> ◆「避難勧告等に関するガイ
ドライン」の改定に伴う修正

立退き避難が必要な居住者等に求める行動

【警戒レベル３】
避難準備・高齢者
等避難開始

高齢者等避難
・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難
　する。
・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後
　の防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避
　難を開始することが望ましい。
・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性があ
　る区域や急激な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、
　避難準備が整い次第、当該災害に対応した指定緊急避難
　場所へ立退き避難することが強く望まれる。

【警戒レベル４】
避難勧告
避難指示（緊急）

全員避難
○指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行
　動をとる。
・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに
　立退き避難する。
・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を
　及ぼしかねないと自ら判断する場合には、｢近隣の安全
　な場所｣※１への避難や、少しでも命が助かる可能性の
　高い避難行動として、「屋内安全確保」※２を行う。

＜市町村から避難指示（緊急）が発令された場合＞
○災害が発生するおそれが極めて高い状況等となってお
　り、緊急に避難する。
・指定緊急避難場所への立退き避難に限らず、「近隣の安
　全な場所」※１への避難や、少しでも命が助かる可能性
　の高い避難行動として、「屋内安全確保」※２を行う。
・避難指示（緊急）は、地域の状況に応じて緊急的又は重
　ねて避難を促す場合などに発令されるものであり、必ず
　発令されるものではないことに留意する。

【警戒レベル５】
災害発生情報

災害発生
・既に災害が発生している状況であり、命を守るための最
　善の行動をとる。
・市町村が災害発生を確実に把握できるものではないた
　め、災害が発生した場合に必ず発令されるものではない
　ことに留意する。
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

※１　近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣
のより安全な場所・建物等
※２　屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安
全な部屋等への移動
注　突発的な災害の場合、市長からの避難勧告等が間に合わな
いこともあるため、自ら警戒レベル相当情報等を確認し避難の
必要性を判断するとともに、身の危険を感じたら躊躇なく自発
的に避難する。

⑶避難者の誘導、救助 ⑶避難者の誘導、救助
  市は、避難誘導に当たっては、避難場所及び避難路や避難
先、災害危険箇所等（浸水想定区域、土砂災害警戒区域、雪崩
危険箇所等）の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の
提供に努める。
　避難誘導は、市、警察、町内会及び自主防災組織等があた
り、避難行動要支援者の避難誘導等が災害時要援護者避難計画
（避難行動要支援者避難計画）に基づき適切に実施されるよう
必要な措置を講ずる。また、住民は、相互に協力して可能な限
り集団避難を実施するものとする。

<追加>
　避難誘導は、市、警察、町内会及び自主防災組織等があた
り、避難行動要支援者の避難誘導等が災害時要援護者避難計画
（避難行動要支援者避難計画）に基づき適切に実施されるよう
必要な措置を講ずる。また、住民は、相互に協力して可能な限
り集団避難を実施するものとする。

◆防災基本計画の修正
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鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第３章１０節「津波避難対策」 第３章１０節「津波避難対策」
１　計画の目的 １　計画の目的
＜達成目標＞
　津波警報又は津波注意報の通知を受けたときは、防災行政無
線、緊急地震速報、広報車、ラジオ、半鐘、津波フラッグ等を
活用し、海岸付近の住民・海岸施設利用者・来訪者等に対して
避難指示（緊急）を発令する。自主防災組織、消防団等は適切
な避難場所・避難路を指示し、住民等を迅速かつ安全に避難さ
せるものとする。

＜達成目標＞
　津波警報又は津波注意報の通知を受けたときは、防災行政無
線、緊急地震速報、広報車、ラジオ、半鐘<追加>等を活用し、
海岸付近の住民・海岸施設利用者・来訪者等に対して避難指示
（緊急）を発令する。自主防災組織、消防団等は適切な避難場
所・避難路を指示し、住民等を迅速かつ安全に避難させるもの
とする。

◆伝達の手段に津波フラッグ
の追加

４　津波警報・注意報等の伝達 ４　津波警報・注意報等の伝達
⑴津波警報等 ⑴津波警報等
①津波警報等の発表 ①津波警報等の発表

　「津波警報・注意報」、「地震・津波情報」及び「津波予
報」は、気象庁から発表され山形地方気象台を経由して、県、
関係機関、市及び住民へと伝達される。津波による災害の発生
が予想される場合に、津波警報（大津波、津波）又は津波注意
報が「③ア津波警報・注意報の種類」のとおり発表される。
「津波警報・注意報」が発表された場合、「③イ津波情報の種
類」のとおり津波の予想到達時刻や予想される津波の高さ等が
適宜発表される。地震発生後、津波による災害が起こるおそれ
がない場合には、「③ウ津波予報」のとおり発表される。地震
情報は、震度3以上を観測した場合、「③エ地震情報の種類と内
容」のとおり、震度速報が1分半後に発表され、その後、震源に
関する情報等が順次発表される。

　「津波警報・注意報」、「地震・津波情報」及び「津波予
報」は、気象庁から発表され山形地方気象台を経由して、県、
関係機関、市及び住民へと伝達される。津波による災害の発生
が予想される場合に、津波警報（大津波、津波）又は津波注意
報が「③ア津波警報・注意報の種類」のとおり発表される。
「津波警報・注意報」が発表された場合、「③イ津波情報の種
類」のとおり津波の予想到達時刻や予想される津波の高さ等が
適宜発表される。地震発生後、津波による災害が起こるおそれ
がない場合には、「③ウ津波予報」のとおり発表される。地震
情報は、震度3以上を観測した場合、「③エ地震情報の種類と内
容」のとおり、震度速報が2分以内に発表され、その後、震源に
関する情報等が順次発表される。

◆発表に係る時間を修正
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新 旧

③大津波警報・津波警報・注意報の種類等 ③<追加>津波警報・注意報の種類等
　気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに
推定し、これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、
地震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波警報又は
津波注意報（以下これらを「津波警報等」という。）を津波予
報区単位で発表する。
　津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常
は５段階の数値で発表する。ただし、地震の規模がマグニ
チュード８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地
震の規模をすぐに求めることができないため、津波警報等発表
の時点では、その海域における最大の津波想定等をもとに津波
警報等を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や津
波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」とい
う言葉を用いて発表し、非常事態であることを伝える。予想さ
れる津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、そ
の後、地震の規模が精度良く求められた時点で津波警報等を更
新し、津波情報では予想される津波の高さも数値で発表する。

　気象庁においては、地震が発生した場合は、地震の規模や位
置を即時に推定し、これらをもとに沿岸で想定される津波の高
さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震
が発生してから約3分を目標に、大津波警報、津波警報又は津波
注意報を発表する。津波警報等とともに発表する予想される津
波の高さは、通常は数値で発表することになっている。ただ
し、地震の規模（マグニチュード）が8を超えるような巨大地震
は、地震の規模を数分内に精度よく推定することが困難である
ことから、推定した地震の規模が過小に見積もられているおそ
れがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表す
ることになる。なお、予想される津波の高さを定性的表現で発
表した場合は、地震発生から15分程度で正確な地震規模を確定
し、その地震規模から予想される津波の高さを数値で示した更
新報を発表する。
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新 旧

ア 津波警報・注意報の種類 ア 津波警報・注意報の種類

◆時点修正
数値での発表

（津波の高さの予想の区分）
巨大地震の
場合の発表

10m超
（10ｍ＜予想高さ）

10m
（5m＜予想高さ≦10m）

5m
（3m＜予想高さ≦5m）

津波警報

予想される
津波の高さ
が高いとこ
ろで1mを超
え、3m以下
の場合

3m
（1m＜予想高さ≦3m）

高い

　標高の低いところ
では津波が襲い、浸
水被害が発生する。
人は津波による流れ
に巻き込まれる。沿
岸部や川沿いにいる
人はただちに高台や
津波避難ビルなど安
全な場所へ避難す
る。警報が解除され
るまで安全な場所か
ら離れない。

津波注意
報

予想される
津波の高さ
が高いとこ
ろで0.2m以
上、1m以下
の場合で
あって、津
波による災
害のおそれ
がある場合

1m
（0.2m＜予想高さ≦1m）

（表記しな
い）

海の中では人は速い
流れに巻き込まれ、
また、養殖いかだが
流出し小型船舶が転
覆する。海の中にいる
人はただちに海から上
がって、海岸から離
れる。海水浴や磯釣
りは危険なので行わ
ない。注意報が解除
されるまで海に入っ
たり海岸に近付いた
りしない。

津波警報
等の種類

発表基準

発表される
津波の高さ

想定される被害と取る
べき行動

大津波警報

予想される
津波の高さ
が高いとこ
ろで3mを超
える場合

巨大

　木造家屋が全壊・
流出し、人は津波に
よる流れに巻き込ま
れる。沿岸部や川沿
いにいる人は、ただち
に高台や津波避難ビ
ルなど安全な場所へ
避難する。警報が解
除されるまで安全な
場所から離れない。
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鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

大津波警報を特別警報に位置付けている。
「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点にお
ける潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の潮位との
差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

イ 津波情報の種類 イ 津波情報の種類

◆時点修正

ウ 津波予報 ウ 津波予報

◆時点修正

種類の情報 内容

津波到達予想時刻･予想される津
波の高さに関する情報

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ
を5段階の数値（メートル単位）又は「巨大」や「高い」と
いう言葉で発表

各地の満潮時刻･津波の到達予想
時刻に関する情報

主な地点の満潮時刻･津波の到達予想時刻を発表

津波観測に関する情報 実際に津波を観測した場合に、その時刻や高さを発表

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表

沖合の津波観測に関する情報
沖合で観測された津波の高さ、沿岸で推定される津波の高さ
を発表

種類の情報 内容

津波到達予想時刻･予想される津
波の高さに関する情報

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ
を5段階の数値（メートル単位）又は「巨大」や「高い」と
いう言葉で発表

各地の満潮時刻･津波の到達予想
時刻に関する情報

主な地点の満潮時刻･津波の到達予想時刻を発表

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表

沖合の津波観測に関する情報
沖合で観測された津波の高さ、及び沖合の観測値から推定さ
れる沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表

<削除>

発表基準 内容
津波が予測されない時（地震情報
に含めて発表）

津波の心配なしの旨を発表

0.2m未満の海面変動が予想された
時（津波に関するその他の情報に
含めて発表）

高いところでも0.2m未満の海面変動のため被害の心配はな
く、特段の防災対応の必要がない旨を発表

津波注意報解除後も海面変動が継
続する時（津波に関するその他の
情報に含めて発表）

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能
性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴等に際して
は十分な留意が必要である旨を発表

発表基準 内容
津波が予測されない時（地震情報
に含めて発表）

津波の心配なしの旨を発表

0.2m未満の海面変動が予想された
時<削除>

高いところでも0.2m未満の海面変動のため被害の心配はな
く、特段の防災対応の必要がない旨を発表

津波注意報解除後も海面変動が継
続する時<削除>

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能
性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴等に際して
は十分な留意が必要である旨を発表
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

エ 地震情報の種類と内容 エ 地震情報の種類と内容
◆時点修正
◆長周期地震動に関する観測
情報を追加

５　業務の内容 ５　業務の内容
⑵住民等の避難誘導等 ⑵住民等の避難誘導等
　市は、海浜にいる者及び海岸付近の住民に避難するよう指示
した場合は、あらかじめ定める避難計画に従い状況に応じた避
難場所、避難路を指示し、職員、消防団員等により速やかに避
難誘導を行うものとする。海岸付近の住民等は、津波警報・注
意報が発表された場合や、地震による震度4以上の強い揺れを感
じた時や、弱くてもゆっくりとした揺れを感じた場合は、あら
かじめ指定された避難場所又は直近の高台等に速やかに避難す
るものとし、その際、身体の不自由な者や高齢者の避難を互い
に協力して行うものとする。海岸付近を走行中の車両の運転手
は、ラジオ等で津波警報の発表を知ったときは、車両を道路の
左側に寄せて停車し、エンジンキーをつけたまま、ドアを閉め
付近の高台へ直ちに避難することとする。

　市は、海浜にいる者及び海岸付近の住民に避難するよう指示
した場合は、あらかじめ定める避難計画に従い状況に応じた避
難場所、避難路を指示し、職員、消防団員等により速やかに避
難誘導を行うものとする。海岸付近の住民等は、津波警報・注
意報が発表された場合や、震度4以上の地震を感じたとき、弱い
地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、
あらかじめ指定された避難場所又は直近の高台等に速やかに避
難するものとし、その際、身体の不自由な者や高齢者の避難を
互いに協力して行うものとする。海岸付近を走行中の車両の運
転手は、ラジオ等で津波警報の発表を知ったときは、車両を道
路の左側に寄せて停車し、エンジンキーをつけたまま、ドアを
閉め付近の高台へ直ちに避難することとする。

◆表現の適正化

種類 発表基準 内容

震度速報 ・震度3以上
　地震発生後約1分半後に、震度3以上
を観測した地域名（全国約190地域に区
分）と地震の揺れの発現時刻を速報

震源に関す
る情報

・震度3以上（津波警報
又は注意報を発表した
場合は発表しない）

　地震の発生場所（震源）やその規模
（マグ二チュード）を発表
　「津波の心配がない」又は「若干の
海面活動があるかもしれないが被害の
心配はない」旨を付加

（略）

<追加>

種類 発表基準 内容

震度速報 ・震度3以上
　地震発生後約1分半後に、震度3以上
を観測した地域名（全国約188地域に区
分）と地震の揺れの検知時刻を速報

震源に関す
る情報

・震度3以上（津波警報
又は注意報を発表した
場合は発表しない）

　地震の発生場所（震源）やその規模
（マグ二チュード）を発表
　「津波の心配がない」又は「若干の
海面活動があるかもしれないが被害の
心配はない」旨を付加

長周期地震
動に関する
観測情報

・震度3以上

　高層ビル内での被害の発生可能性等
について、地震の発生場所（震源）や
その規模（マグニチュード）、地域ご
と及び地点ごとの長周期地震動階級等
を発表（地震発生から約20~30分後に気
象庁ホームページ上に掲載）

（略）
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

◆漁協は、漁船以外の船舶に
対する連絡手段を持っていな
い等の理由により削除

第３章１１節「避難所運営」 第３章１１節「避難所運営」

【本所】市民生活班、要援護対策班、教育班、災害対策班
【庁舎】市民福祉班、総務企画班
【関係機関】県災害対策本部（総合調整班、保健医療対策班、
生活救援班、輸送対策班）、県教育委員会、日本赤十字社山形
県支部、医師会、県・市社会福祉協議会、県災害ボランティア
支援本部、市災害ボランティアセンター、(一社)山形県老人福
祉施設協議会

【本所】市民生活班、要援護対策班、教育班、災害対策班
【庁舎】市民福祉班、総務企画班
【関係機関】県災害対策本部（総合調整班、保健医療対策班、
生活救援班、輸送対策班）、県教育委員会、日本赤十字社〈追
加〉、医師会、県・市社会福祉協議会、県災害ボランティア支
援本部、市災害ボランティアセンター、(一社)山形県老人福祉
施設協議会

◆名称記載の統一

実施主体 対　　　　策 協力依頼先

市
適切な避難場所・避難路を指示するとともに、関係機関
の協力を得ながら要所に誘導員を配置するなどして住民
等を迅速かつ安全に避難させる。

県警察、消
防団、自主
防災組織

バス・タ
クシー事
業者

状況に応じ、バス・タクシーの運転見合わせや安全地帯
への移動を行うとともに乗客・待合客等を安全な場所に
誘導するものとする。

旅客航路
事業者

状況に応じ、港内停泊中の船舶は、速やかに港外に待避
させ、入港予定船舶は、港外に待機させるとともに、旅
客・待合客等を安全な場所に誘導するものとする。

漁業組合
状況に応じ、港内停泊中の船舶は、速やかに港外に待避
させ、入港予定船舶は、港外に待機させるものとする。

海岸施設
管理者

状況に応じ、施設利用者を安全な場所に避難させるとと
もに、施設の利用を禁止又は制限するものとする。

実施主体 対　　　　策 協力依頼先

市
適切な避難場所・避難路を指示するとともに、関係機関
の協力を得ながら要所に誘導員を配置するなどして住民
等を迅速かつ安全に避難させる。

県警察、消
防団、自主
防災組織

バス・タ
クシー事
業者

状況に応じ、バス・タクシーの運転見合わせや安全地帯
への移動を行うとともに乗客・待合客等を安全な場所に
誘導するものとする。

旅客航路
事業者

状況に応じ、港内停泊中の船舶は、速やかに港外に待避
させ、入港予定船舶は、港外に待機させるとともに、旅
客・待合客等を安全な場所に誘導するものとする。

海岸施設
管理者

状況に応じ、施設利用者を安全な場所に避難させるとと
もに、施設の利用を禁止又は制限するものとする。

〈削除〉
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新 旧

４　業務の内容 ４　業務の内容
⑴避難所の開設 ⑴避難所の開設
　市は、地震が発生し住民に避難を勧告又は指示した場合、又
は避難場所に避難した住民が住家の倒壊等により収容が必要と
なった場合、あらかじめ指定されている避難所を開設する。

　市は、地震が発生し住民に避難を勧告又は指示した場合、又
は避難場所に避難した住民が住家の倒壊等により収容が必要と
なった場合、あらかじめ指定されている避難所を開設する。

　併せて、令和2年における新型コロナウイルス感染症の発生を
踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観
点を取り入れた開設・運営に努める。
　また、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが
困難な要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を開設する。
　指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あらか
じめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を得
て避難所として開設する。

〈追加〉 ◆防災基本計画の修正
（避難所における新型コロナ
ウイルス感染症を含む感染症
対策の平時からの検討、実
施）

　さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要配慮者に配慮
して、<削除>旅館・ホテル等を実質的に福祉避難所として開設
するよう努める。避難所のライフラインの回復に時間を要する
と見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれ
る場合は、避難所を設置・維持することの適否を検討する。

　また、施設への緊急入所を要しない程度の要介護者、障害者
等の要配慮者のために福祉避難所を開設し、一般の避難所から
の誘導を図るとともに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要
配慮者に配慮して、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所と
して借り上げる等、多様な避難所の確保に努める。

　ただし、避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全
性を確認するとともに、避難所のライフラインの回復に時間を
要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見
込まれる場合は、避難所を設置・維持することの適否を検討す
る。

　<追加>　避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込
まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合
は、避難所を設置・維持することの適否を検討する。

52



変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

(3)管理・運営体制 (3)管理・運営体制

　避難所の運営・管理は、市職員、施設職員、教職員並びに
国、県及び他市町村等の応援職員、自主防災組織、町内会及び
ボランティア等の相互協力のもとに、次の事項に留意し実施す
る。

　避難所の運営・管理は、市職員、施設職員、教職員並びに
国、県及び他市町村等の応援職員、自主防災組織、町内会及び
ボランティア等の相互協力のもとに、次の事項に留意し実施す
る。

①管理体制 ①管理体制

　避難所施設の管理者を責任者とし、市職員、町内会及び自主
防災組織等と協力し管理を行う。なお、男女共同参画の観点か
ら、運営リーダーを男女両方配置するよう努めるとともに、女
性の運営役員への参画など、男性に偏った運営体制とならない
よう配慮する。

　避難所施設の管理者を責任者とし、市職員、町内会及び自主
防災組織等と協力し管理を行う。

◆防災本計画の修正及び「災
害対応力を強化する女性の視
点～男女共同参画の視点から
の防災・復興ガイドライン
～」の策定

（略） （略）
④避難所運営に係る留意点 ④避難所運営に係る留意点

ア　必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難ス
ペースの確保等に努め、同行避難があった場合の対応について
具体的な検討を進めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等か
ら必要な支援が受けられるよう、平時から連携に努めるものと
する。また、発災時には、同行避難の状況について把握に努め
る。

〈追加〉

◆防災基本計画の修正

イ　指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについ
て、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地
域の実情や避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ
受け入れる方策について定めるよう努め、適切に受け入れるこ
ととする。

〈追加〉

ウ　被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、防
災安全課と健康福祉部が連携して、感染症対策として必要な措
置を講じるよう努める。

〈追加〉
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新 旧

エ　市は、住民の避難が数日以上にわたる場合は、避難所運営
にあたって次の点に留意し、高齢者、障害者、病人、乳幼児及
び妊産婦等の要配慮者の処遇についても十分に配慮する。

　<追加>　市は、住民の避難が数日以上にわたる場合は、避難
所運営にあたって次の点に留意し、高齢者、障害者、病人、乳
幼児及び妊産婦等の要配慮者の処遇についても十分に配慮す
る。

・食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な
対策を講ずるとともに、プライバシーの確保状況、入浴施設設
置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による
巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況等、避
難者の健康状態や避難所の衛生状態を把握し、必要な措置を講
ずるよう努める。また、必要に応じ、避難所における家庭動物
のためのスペースの確保に努める。
・男女別物干し場、更衣室、授乳室の設置、生理用品や下着の
配布の特段の配慮、巡回警備等による避難所における安全性の
確保等、多様なニーズに配慮した避難所の運営に努める。

ア 食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な
対策を講ずるとともに、プライバシーの確保状況、入浴施設設
置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による
巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況等、避
難者の健康状態や避難所の衛生状態を把握し、必要な措置を講
ずるよう努める。また、必要に応じ、避難所における家庭動物
のためのスペースの確保に努める。
イ 女性専用物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性
下着の女性による配布、巡回警備等による避難所における安全
性の確保等、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運
営に努める。

◆多様なニーズへの配慮に努
める記載に変更

・避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の
負担がかからないよう配慮をしつつ、被災者が相互に助け合う
自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよ
う、その立ち上げを支援する。

ウ　避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度
の負担がかからないよう配慮をしつつ、被災者が相互に助け合
う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよ
う、その立ち上げを支援する。

・性暴力・ＤＶ防止に関するポスター等を掲示するなどの被害
の未然防止に努める。 〈追加〉

◆女性の視点からの災害対応
を追加

（略） （略）
(4)避難所開設後の業務 (4)避難所開設後の業務
①地震発生後24時間以内の業務 ①地震発生後24時間以内の業務

◆日本赤十字の要支援者支援
は、赤十字救護班の活動とし
て行うため削除

対　　策 協力依頼先
○外部からの応援受け入れ開始（～12時間）
・避難所運営応援職員の受け入れ
・ボランティアの配置
・食料・生活必需品提供の開始
・仮設トイレ設置
・暖房器具、燃料の手配（冬期）
・医療救護班の受け入れ
・要配慮者支援要員の配置

市
市災害ボランティアセンター
市
市
市
市、医師会、日赤
市、医師会、日赤

対　　策 協力依頼先
○外部からの応援受け入れ開始（～12時間）
・避難所運営応援職員の受け入れ
・ボランティアの配置
・食料・生活必需品提供の開始
・仮設トイレ設置
・暖房器具、燃料の手配（冬期）
・医療救護班の受け入れ
・要配慮者支援要員の配置

市
市災害ボランティアセンター
市
市
市
市、医師会、日赤
市、医師会〈削除〉
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鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

(5)要配慮者への配慮 (5)要配慮者への配慮
①避難所での配慮 ①避難所での配慮
ア 授乳室の確保、視聴覚室等の使用可能な教室を開放して子供
を遊ばせるなど、女性や子育て家庭の視点に立った避難所運営
に努める。

ア 授乳室の確保、視聴覚室等の使用可能な教室を開放して子供
を遊ばせるなど、女性〈追加〉の視点に立った避難所運営に努
める。

◆女性の視点からの災害対応
を追加

第３章１７節「要配慮者の支援対策」 第３章１７節「要配慮者の支援対策」
３　各主体の役割 ３　各主体の役割
⑴市の役割 ⑴市の役割

（略） （略）
エ 市は、福祉施設職員等の応援体制など、要配慮者に配慮した
避難所の運営、環境整備及び食料・生活物資の供給等に努め
る。また、市は、福祉施設職員等の応援体制を構築し、必要に
応じて福祉避難所を設置し、指定避難所内の一般避難スペース
では生活することが困難な要配慮者を避難させる。

エ 市は、福祉施設職員等の応援体制など、要配慮者に配慮した
避難所の運営、環境整備及び食料・生活物資の供給等に努め
る。また、市は、福祉施設職員等の応援体制を構築し、可能な
限り福祉避難所を設置し、<追加〉避難行動要支援者を避難させ
る。

◆防災基本計画の修正

第３章１９節「救助・救急活動」 第３章１９節「救助・救急活動」
４　業務の内容 ４　業務の内容
⑴消防本部による活動体制 ⑴消防本部による活動体制

（略） （略）
⑤負傷者等の搬送 ⑤負傷者等の搬送
ア 消防本部は、救助活動の初期において、被災地内の医療救護
所の設置が進んでいない段階では、負傷者を最寄りの救急病院
等に搬送し、その設置が進んだ段階では、原則として負傷者を
最寄りの医療救護所に搬送する。医療救護所におけるトリアー
ジを経た負傷者のうち重傷者等については、山形県災害医療
コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンが負傷者の搬
送先の調整を行ったうえで、災害拠点病院等に搬送する。

ア 消防本部は、救助活動の初期において、被災地内の医療救護
所の設置が進んでいない段階では、負傷者を最寄りの救急病院
等に搬送し、その設置が進んだ段階では、原則として負傷者を
最寄りの医療救護所に搬送する。医療救護所におけるトリアー
ジを経た負傷者のうち重傷者等については、山形県災害医療
コーディネーター<追加>が負傷者の搬送先の調整を行ったうえ
で、災害拠点病院等に搬送する。

◆令和２年７月に「山形県災
害時小児周産期リエゾン運営
要綱」を策定し、同要綱に基
づき、災害時小児周産期リエ
ゾンを委嘱したため

第３章２０節「医療救護活動」 第３章２０節「医療救護活動」
４　業務の内容 ４　業務の内容
⑻医療関係ボランティアの活用 ⑻医療関係ボランティアの活用

　市社会福祉協議会等と連携し医療関係ボランティアの把握を
行い、医療救護所等における医療救護活動に医療関係ボラン
ティアを有効に活用するものとする。

　市社会福祉協議会〈追加〉と連携し医療関係ボランティアの
把握を行い、医療救護所等における医療救護活動に医療関係ボ
ランティアを有効に活用するものとする。

◆県看護協会等に協力要請を
行うことも想定し追加
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新 旧

第３章２２節「港湾・漁港施設の応急対策」 第３章２２節「港湾・漁港施設の応急対策」
３　各主体の役割 ３　各主体の役割
⑵県の役割 ⑵県の役割
　県は、地震による港湾・漁港施設の被災箇所の機能確保を図
るための応急体制を整えるととともに、関係機関の緊密な連携
の下に災害の拡大や二次災害を防止するため、迅速、的確な応
急対策を実施する。

　県は、地震による港湾〈追加〉施設の被災箇所の機能確保を
図るための応急体制を整えるととともに、関係機関の緊密な連
携の下に災害の拡大や二次災害を防止するため、迅速、的確な
応急対策を実施する。

◆他の文章との表記の統一

　

第３章２７節「海上における災害応急対策」 第３章２７節「海上における災害応急対策」
４　各機関における業務の内容 ４　各機関における業務の内容
⑶山形県水難救済会 ⑶山形県水難救済会

（略） （略）
ウ　負傷者の救急措置を行い、陸上の救急隊員等へ負傷者を引
き渡す。

ウ　負傷者の収容先医療機関の選定、後方医療施設への搬送、
負傷者の救急措置を行う。

◆水難救済会では医療機関の
選定をすることができないこ
とから削除

エ　海上保安部等が行う、流出油及び流出有害液体物質等の警
戒及び拡散状況の調査並びに事故防止の活動を支援する。

エ　<追加>流出油及び流出有害液体物質等の警戒及び拡散状況
の調査並びに事故防止の支援措置を行い、沿岸における現場へ
の立入禁止、制限及び付近の警戒にあたる。

◆実態に合わせた修正

<削除> オ　関係機関と連携し、沿岸住民及び危険物貯蔵所等に対し、
火気管理等の指導を行う。

第３章４２節「ライフライン応急対策（下水道）」 第３章４２節「ライフライン応急対策（下水道）」
【関係機関】 【関係機関】
県災害対策本部（ライフライン対策班）、(公財)山形県建設技
術センター、(地方共同法人)日本下水道事業団、(一社)地域環
境資源センター、(公社)日本下水道管路管理業協会、山形県下
水道協会、〈削除〉、東北電力ネットワーク㈱鶴岡電力セン
ター、(一財)東北電気保安協会、建設業者等、市民、企業（事
業所）等、学校

県災害対策本部（ライフライン対策班）、(公財)山形県建設技
術センター、(地方共同法人)日本下水道事業団、(一社)地域環
境資源センター、(公社)日本下水道管路管理業協会、山形県下
水道協会、（一社）日本下水道施設管理業協会、東北電力㈱鶴
岡電力センター、(一財)東北電気保安協会、建設業者等、市
民、企業（事業所）等、学校

◆協定未締結により削除
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新 旧

３　各主体の役割 ３　各主体の役割
⑴市の役割 ⑴市の役割
　市は、被災時には、応急対応マニュアルに基づき処理場、ポ
ンプ場及び管きょ等の処理機能、排水機能を保つための活動を
実施する。被災時においては、自ら管理する下水道等施設の被
害状況を把握するとともに、応急的処置を講ずる。流域関連公
共下水道においては、流域下水道管理者である県と密接な連絡
をとり、必要な応急措置を講ずる。下水道等施設が被災した場
合は、早期に使用再開計画の目途をたて、被災状況、トイレの
使用制限等の協力依頼を市民に広報する。

　市は、被災時には、応急対応マニュアルに基づき処理場、ポ
ンプ場及び管きょ等の処理機能、排水機能を保つための活動を
実施する。被災時においては、自ら管理する下水道等施設の被
害状況を把握するとともに、応急的処置を講ずる。流域関連公
共下水道においては、流域下水道管理者である県と密接な連絡
をとり、必要な応急措置を講ずる。下水道等施設が被災を受け
て場合は、早期に使用再開計画の目途をたて、被災状況、トイ
レの使用制限等の協力依頼を市民に広報する。

◆語句修正

４　業務の内容 ４　業務の内容
⑸広域応援要請
　地震による被害の規模が大きく、市内の下水道管理者のみで
は対応ができない場合は、「北海道・東北ブロック下水道災害
時支援連絡会議」における申し合わせに基づき、広域応援を要
請する。

<追加> ◆応援要請タイミングを追加

⑹積雪期の対応 ⑸積雪期の対応
⑺積雪地域での対応 ⑹積雪地域での対応

第３章４６節「民間流通在庫活用等による物資等供給」 第３章４６節「民間流通在庫活用等による物資等供給」
３　各主体の役割 ３　各主体の役割
⑶日本赤十字社山形県支部の役割 ⑶日本赤十字社山形県支部の役割
　日本赤十字社山形県支部は、「災害救援物資の交付基準」に
基づく救援物資の要請があった場合は、日赤鶴岡市地区の調査
に基づく必要量を交付する。

　日本赤十字社山形県支部長は、「災害救援物資の交付に関す
る要綱」に基づく救援物資の要請があった場合は、鶴岡市地区
長の調査に基づく必要量を交付する。

◆文言の修正、統一
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新 旧

４　食料品の供給 ４　食料品の供給
⑴市の実施体制 ⑴市の実施体制
④供給体制 ④供給体制

（略） （略）
ア　炊き出しは、原則として避難所内又はその近くの適当な場
所を選び、既存の給食施設若しくは仮設給食施設を設置して自
ら又は委託して行う。
イ　炊き出し要員が不足する場合は、地域の自主防災組織、赤
十字奉仕団、ボランティアに協力を要請する。また、必要に応
じ、知事に対し自衛隊の派遣要請を依頼する。

ア　炊き出しは、原則として避難所内又はその近くの適当な場
所を選び、既存の給食施設若しくは仮設給食施設を設置して自
ら又は委託して行う。
イ　炊き出し要員が不足する場合は、地域の自主防災組織、日
赤奉仕団、ボランティアに協力を要請する。また、必要に応
じ、知事に対し自衛隊の派遣要請を依頼する。

◆文言の修正

５　食料品の供給 ５　食料品の供給
⑶日本赤十字社山形県支部の交付 ⑶日本赤十字社山形県支部の交付
ア 日本赤十字社山形県支部は「災害救援物資の交付基準」に基
づき、救援物資の交付を行う。
イ 日本赤十字社山形県支部は、日赤鶴岡市地区が実施する必要
量調査に基づく要請により、必要な物資を交付する。

ア 日本赤十字社山形県支部は「災害見舞物資配分基準」に基づ
き、毛布等の交付を行う。
イ 日本赤十字社山形県支部は、被災市町村の地区長又は分区長
が実施する必要量調査に基づく要請により、必要な物資を交付
する。

◆文言の修正、統一
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新 旧

第３章４９節「輸送対策」 第３章４９節「輸送対策」
１　計画の目的 １　計画の目的
＜達成目標＞ ＜達成目標＞
　市は、救助・救急・消火活動の迅速な展開の支援、及び被災
者に対する水・食料・生活物資の供給等の緊急輸送を実施す
る。
（輸送手段の確保）
　民間輸送機関と連携し、車両、バイク、船舶等の輸送手段
は、概ね6時間以内に確保する。また、避難所への水・食料・生
活物資の供給は、協定民間企業（事業所）等から避難所へ直接
配送を図るよう調整する。
（緊急輸送ネットワークの確保）
　減災・予防対策として幹線道路や集落へのアクセス道路網を
整備し、災害時に、被災地に至る輸送施設、輸送拠点、備蓄拠
点等を結ぶ緊急輸送ネットワークは、概ね24時間以内に確保す
る。
（地域内輸送拠点の開設）
　必要に応じて地域内輸送拠点を速やかに開設し、食料の輸送
体制を確保する。

　市は、救助・救急・消火活動の迅速な展開の支援、及び被災
者に対する水・食料・生活物資の供給等の緊急輸送を実施す
る。
（輸送手段の確保）
　民間輸送機関と連携し、車両、バイク、船舶等の輸送手段
は、概ね6時間以内に確保する。また、避難所への水・食料・生
活物資の供給は、協定民間企業（事業所）等から避難所へ直接
配送を図るよう調整する。
（緊急輸送ネットワークの確保）
　減災・予防対策として幹線道路や集落へのアクセス道路網を
整備し、災害時に、被災地に至る輸送施設、輸送拠点、備蓄拠
点等を結ぶ緊急輸送ネットワークは、概ね24時間以内に確保す
る。
<追加>

◆「ラストマイルにおける支
援物資輸送・拠点開設・運営
ハンドブック（国土交通
省）」の策定に合わせた修正
（物資輸送拠点の設置及び運
営体制の見直し）

第３章５１節「行方不明者の捜索、遺体の保護・埋葬」 第３章５１節「行方不明者の捜索、遺体の保護・埋葬」
【本所】消防・水防班、要援護対策班、市民生活班　【庁舎】
市民福祉班
【関係機関】県災害対策本部（保健医療対策班）、警察本部、
鶴岡警察署、自衛隊、酒田海上保安部、〈削除〉医師会（県・
鶴岡地区）、葬祭業業者

【本所】消防・水防班、要援護対策班、市民生活班　【庁舎】
市民福祉班
【関係機関】県災害対策本部（保健医療対策班）、警察本部、
鶴岡警察署、自衛隊、酒田海上保安部、日本赤十字社、医師会
（県・鶴岡地区）、葬祭業業者

◆当該活動は日本赤十字社が
行う活動に含まれていないた
め削除

第３章５５節「商工観光業応急対策」 第３章５５節「商工観光業応急対策」
４　業務の内容 ４　業務の内容
⑴市の業務 ⑴市の業務
①被災状況の把握
　商工会議所、商工会及び各種組合団体等に協力を要請し、管
内の商工業の被災状況を調査のうえ、県に報告する。
②関係機関への協力・支援要請
　被災の状況に応じ、金融機関、機械メーカー、観光案内所、
輸送業者及び商工観光団体等の関係機関に対し、必要な支援・
協力を要請する。

①被災状況の把握
　商工会議所、商工会及び各種組合団体等に協力を要請し、管
内の商工業の被災状況を調査のうえ、県に報告する。
②関係機関への協力・支援要請
　被災の状況に応じ、金融機関、機械メーカー、〈追加〉、輸
送業者及び商工〈追加〉団体等の関係機関に対し、必要な支
援・協力を要請する。

◆訪日外国人観光客を対象と
した情報伝達について観光案
内所との連携
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鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

⑵県の業務 ⑵県の業務
①被災状況の把握 ①被災状況の把握
ア　県産業労働部各課は、所管する商工団体、主要企業及び観
光施設等から被災状況を聴取する。

ア　県商工労働観光部各課は、所管する商工団体、主要企業及
び観光施設等から被災状況を聴取する。

◆組織名変更

第３章５６節「ボランティアとの協働」 第３章５６節「ボランティアとの協働」
４　業務の内容 ４　業務の内容
市社会福祉協議会及び市災害ボランティアセンターの業務内容 市社会福祉協議会及び市災害ボランティアセンターの業務内容

　鶴岡市社会福祉協議会は、災害ボランティアセンターを設置
した場合、次の内容を基本として状況に応じた業務を行う。

　鶴岡市社会福祉協議会は、大規模な災害が発生した場合、市
と密接に連携し、必要に応じて市災害ボランティアセンターを
設置する。

◆業務内容のみを記載

第３章５７節「災害救助法による救助」 第３章５７節「災害救助法による救助」
【本所】災害対策班　【庁舎】総務企画班
【関係機関】県災害対策本部（総合調整班）、日本赤十字社山
形県支部

【本所】災害対策班　【庁舎】総務企画班
【関係機関】県災害対策本部（総合調整班）、日本赤十字社

◆名称記載の統一

３　各主体の役割 ３　各主体の役割

⑶日本赤十字社山形県支部の役割
　日本赤十字社山形県支部は、市及び県が実施する救助に協力
する。

⑶日本赤十字社の役割
　日本赤十字社は、市及び県が実施する救助に協力する。

◆名称記載の統一

災害救助法による救助の程度、方法及び期間（山形県災害救助
法施行細則）

災害救助法による救助の程度、方法及び期間（山形県災害救助
法施行細則）

令和2年2月21日改正 平成29年6月23日改正
避難所の設置 避難所の設置
（基本額）避難所設置費1人1日当たり330円以内 （基本額）避難所設置費1人1日当たり320円以内 ◆山形県災害救助法施行細則

の一部改正

応急仮設住宅の供与 応急仮設住宅の供与
（建設型応急住宅）限度額１戸当たり5,714,000円以内 （建設型仮設住宅）限度額１戸当たり5,610,000円以内

炊き出しその他による食品の給与 炊き出しその他による食品の給与
　　　　　　　　　　　　1人1日当たり1,160円以内 　　　　　　　　　　　　1人1日当たり1,140円以内
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鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与 被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与
（全壊全焼流失） （全壊全焼流失）

被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与 被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与
（半壊半焼床上浸水） （半壊半焼床上浸水）

区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

5人を超
える場
合、１
人増す
毎に加
算

夏季 18,800 24,200 35,800 42,800 54,200 7,900
冬季 31,200 40,400 56,200 65,700 82,700 11,400

区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

5人を超
える場
合、１
人増す
毎に加
算

夏季 18,500 23,800 35,100 42,000 53,200 7,800
冬季 30,600 39,700 55,200 64,500 81,200 11,200

区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

5人を超
える場
合、１
人増す
毎に加
算

夏季 6,100 8,300 12,400 15,100 19,000 2,600
冬季 10,000 13,000 18,400 21,900 27,600 3,600

区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

5人を超
える場
合、１
人増す
毎に加
算

夏季 6,000 8,100 12,200 14,800 18,700 2,600
冬季 9,800 12,800 18,100 21,500 27,100 3,500

61



変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

被災した住宅の応急修理 被災した住宅の応急修理

学用品の給与 学用品の給与

文房具及び通学用品は、次の金額以内
小学校児童4,500円／人、中学校生徒4,800円／人、高校等生徒
5,200円／人

文房具及び通学用品は、次の金額以内
小学校児童4,400円／人、中学校生徒4,700円／人、高校等生徒
5,100円／人

埋 葬 埋 葬
1体当たり大人（12歳以上）215,200円以内、小人（12歳未満）
172,000円以内

1体当たり大人（12歳以上）211,300円以内、小人（12歳未満）
168,900円以内

死体の処理 死体の処理
（洗浄、消毒等）1体当たり3,500円以内
（一時保存）
既存建物借上費：通常の実費、既存建物以外：１体当り5,400円
以内

（洗浄、消毒等）1体当たり3,400円以内
（一時保存）
既存建物借上費：通常の実費、既存建物以外：１体当り5,300円
以内

障害物の除去 障害物の除去
障害物の除去を行った1世帯当たりの平均額が137,900円以内の
場合において当該除去に要した費用の額

障害物の除去を行った1世帯当たりの平均額が135,400円以内の
場合において当該除去に要した費用の額

救助の
種類

対象 費用の限度額 機関 備考

被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理

１　住家が半壊（焼）し、
自らの資力では応急修理をす
ることができない者
２　大規模な補修を行わなけ
れば居住することが困難であ
る程度に住家が半壊した者

居室、炊事場及び
便所等日常生活に
必要最小限度の部
分1世帯当たり
584,000円以内

災害発生
の日から
1ヶ月以内

救助の
種類

対象 費用の限度額 機関 備考

被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理

１
⑴　住家が半壊（焼）し、
自らの資力では応急修理をす
ることができない者
⑵　大規模な補修を行わなけ
れば居住することが困難な
程度に住家が半壊した者
２　住家が半壊（焼）に準
ずる程度の損傷を受け、自
らの資力では応急修理をする
ことができない者

居室、炊事場及び
便所等日常生活に
必要最小限度の部
分
１　２に掲げる世
帯以外世帯
595,000円
２　半壊又は半焼
に準ずる程度の
損傷により被害を
受けた世帯
300,000円

災害発生
の日から
1ヶ月以内
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鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

第４章２節「融資・貸し付け等による経済的再建支援」 第４章２節「融資・貸し付け等による経済的再建支援」
２　融資・貸付その他資金等の概 ２　融資・貸付その他資金等の概

◆実際に受付を行う窓口に修
正

３　資金の内訳 ３　資金の内訳
⑴見舞金等の支給及び生活資金の貸付

(令和2年3月31日現在) (平成25年8月20日現在)

⑵住宅対策
(令和2年3月31日現在) (平成25年8月20日現在)

区分 資金名等 主な対象者 窓口
(1)災害弔慰金 災害により死亡した者の遺族 市

(2)災害死亡者弔慰金 災害により死亡した者の遺族
日本赤十字社地区
長及び分区長

(3)災害障害見舞金 災害により著しい障害を受けた者 市

(4)被災者生活再建支援金
災害により家屋が全壊した世帯、
又はこれと同等の被害を受けたと
認められる世帯

(財)都道府県会館

支
給

区分 資金名等 主な対象者 窓口
(1)災害弔慰金 災害により死亡した者の遺族 市

(2)災害死亡者弔慰金 災害により死亡した者の遺族
日本赤十字社山形
県支部鶴岡市地区

(3)災害障害見舞金 災害により著しい障害を受けた者 市

(4)被災者生活再建支援金
災害により家屋が全壊した世帯、
又はこれと同等の被害を受けたと
認められる世帯

(財)都道府県会館

支
給
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新 旧

⑶農林漁業関係 ⑶農林漁業関係
③日本政策金融公庫災害復旧資金 ③日本政策金融公庫災害復旧資金

(令和2年3月31日現在) (平成25年8月20日現在) ◆時点修正

区分 融資対象事業
貸付の
相手方

貸付利率
（年利）

償還
期間

償還期間
の内

措置期間

農地又は牧野の復旧 （略） 0.4％～1.3％ （略） （略）

〈共同利用施設〉
農産物の生産、流通、加
工又は販売に必要な共同
利用施設の復旧

（略） 0.4％～1.3％ （略） （略）

（主務大臣指定施設）
⑴農業施設等の復旧

0.4％～1.05％

⑵被災果樹の改植又は補
植

0.4％～1.3％

復旧造林 （略） 0.4％～1.3％ （略） （略）

樹苗養成施設の復旧 （略） 0.4％～1.3％ （略） （略）

林道 林道の復旧 （略） 0.4％～1.3％ （略） （略）

林
業
関
係
資
金

林
業
基
盤
整
備
資
金

造林

（略） （略）

農
業
関
係
資
金

（略）

農
業
関
係
資
金

資金の
種　類

農業基盤
整備資金

農林漁業
施設資金

農林漁業
施設資金

区分 融資対象事業
貸付の
相手方

貸付利率
（年利）

償還
期間

償還期間
の内

措置期間

農地又は牧野の復旧 （略） 0.16％～0.30％ （略） （略）

〈共同利用施設〉
農産物の生産、流通、加
工又は販売に必要な共同
利用施設の復旧

（略） 0.16％～0.30％ （略） （略）

（主務大臣指定施設）
⑴農業施設等の復旧

⑵被災果樹の改植又は補
植

復旧造林 （略） 0.16％～0.30％ （略） （略）

樹苗養成施設の復旧 （略） 0.16％～0.24％ （略） （略）

林道 林道の復旧 （略） 0.16％～0.30％ （略） （略）

0.16％～0.30％（略） （略） （略）

林
業
関
係
資
金

林
業
基
盤
整
備
資
金

造林

資金の
種　類

農
業
関
係
資
金

農業基盤
整備資金

農林漁業
施設資金

農
業
関
係
資
金

農林漁業
施設資金
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新 旧

区分 融資対象事業
貸付の
相手方

貸付利率
（年利）

償還
期間

償還期間
の内

措置期間

〈共同利用施設〉
林産物の生産、流通、加
工又は販売に必要な共同
利用施設の復旧

（略） 0.4％～1.3％ （略） （略）

〈主務大臣指定施設〉
造林、林産物の処理加工
等に必要な機械その他施
設の復旧

（略） 0.4％～1.05％ （略） （略）

漁業施設、漁場及び水産
種苗生産施設の復旧

（略） 0.4％～1.3％ （略） （略）

漁船の復旧 （略） 0.4％～0.85％ （略） （略）

〈共同利用施設〉
水産物の生産、流通、加
工又は販売に必要な共同
利用施設の復旧

（略） 0.4％～1.3％ （略） （略）

〈主務大臣指定施設〉
漁具、漁場改良造成施
設、内水面養殖施設、海
面養殖施設、漁船漁業用
施設及び漁業生産環境施
設の復旧

（略） 0.4％～1.05％ （略） （略）

農
林
漁
業
関
係
資
金

不慮の災害により農林漁
業経営の維持が困難に
なっている場合、経営の
維持安定に必要な長期の
運転資金

（略） 0.4％～0.65％ （略） （略）

林
業
基
盤
整
備
資
金

林
業
関
係
資
金

漁業基盤
整備資金

漁船
資金

農林漁業
施設資金

漁
業
関
係
資
金

農林漁業
セーフティ
ネット資金

資金の
種　類区分 融資対象事業

貸付の
相手方

貸付利率
（年利）

償還
期間

償還期間
の内

措置期間

〈共同利用施設〉
林産物の生産、流通、加
工又は販売に必要な共同
利用施設の復旧

（略） 0.16％～0.30％ （略） （略）

〈主務大臣指定施設〉
造林、林産物の処理加工
等に必要な機械その他施
設の復旧

（略） 0.16％～0.24％ （略） （略）

漁業施設、漁場及び水産
種苗生産施設の復旧

（略） 0.16％～0.30％ （略） （略）

〈共同利用施設〉
水産物の生産、流通、加
工又は販売に必要な共同
利用施設の復旧

（略） 0.16％～0.30％ （略） （略）

〈主務大臣指定施設〉
漁具、漁場改良造成施
設、内水面養殖施設、海
面養殖施設、漁船漁業用
施設及び漁業生産環境施
設の復旧

（略） 0.16％～0.24％ （略） （略）

農
林
漁
業
関
係
資
金

不慮の災害により農林漁
業経営の維持が困難に
なっている場合、経営の
維持安定に必要な長期の
運転資金

（略） 0.16% （略） （略）

農林漁業
セーフティ
ネット資金

〈削除〉

林
業
関
係
資
金

林
業
基
盤
整
備
資
金

漁
業
関
係
資
金

漁業基盤
整備資金

農林漁業
施設資金

資金の
種　類
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新 旧

⑷中小企業融資等 ⑷中小企業融資等
①融資計画 ①融資計画
　関係行政機関、商工会・商工会議所、政府系金融機関及び民
間金融機関等との密接な連絡のもと、被害の状況、再建のため
の資金需要等の的確な把握に努め、融資等各種金融制度の効果
的運用を図るため、県は、次の措置を講ずるものとする。

　関係行政機関、〈追加〉政府系金融機関及び民間金融機関
〈追加〉との密接な連絡のもと、被害の状況、再建のための資
金需要等の的確な把握に努め、融資等各種金融制度の効果的運
用を図るため、県は、次の措置を講ずるものとする。

◆防災基本計画の修正

（略） （略）
オ　信用力・担保力が不足した中小企業者への融資の円滑化を
図るため、国に対してセーフティネット保証の要請を行うとと
もに、山形県信用保証協会に対して柔軟な保証対応について要
請する。

オ　信用力・担保力が不足した中小企業者への融資の円滑化を
図るため、<追加>山形県信用保証協会に対して柔軟な保証対応
について要請する。

◆実際の対応に合わせた修正

（申込方法）　日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業協同組合又は銀行
（貸付限度）  ・農業基盤整備資金：貸付を受ける者の負担する額（以下「負担額」とい
　　　　　　　　う。）に別に定める割合を乗じて得た額
　　　　　　　・農林漁業セーフティネット資金：600万円
　　　　　　　・農林漁業施設資金のうち主務大臣指定施設分：負担額の80％に相当する額
　　　　　　　　又は1施設あたり300万円（漁船の場合1,000万円）のいずれか低い額
　　　　　　　※金利は、平成25年1月24日現在のものであり、変動することがある。

（申込方法）　日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業協同組合又は銀行
（貸付限度）  ・農業基盤整備資金：貸付を受ける者の負担する額（以下「負担額」とい
　　　　　　　　う。）に別に定める割合を乗じて得た額
　　　　　　　・農林漁業セーフティネット資金：600万円
　　　　　　　・農林漁業施設資金のうち主務大臣指定施設分：負担額の80％に相当する額
　　　　　　　　又は1施設あたり300万円（漁船の場合1,000万円）のいずれか低い額
　　　　　　　※金利は、令和2年7月20日現在のものであり、変動することがある。
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新 旧

②災害関連融資制度による融資 ②災害関連融資制度による融資

(令和2年3月31日現在) 　(平成25年8月20日現在)
◆制度の実際に合わせた修正

機関名 資金名 融資条件等 申込窓口
１　資金使途
　物的被害の原形復旧に必要とする設備資金及び原形復旧ま
での間必要とする運転資金

２　貸付対象
　県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業であって、
知事が指定する災害により事業所又は主要な事業用資産につ
いて、全壊、半壊その他これらに準ずる被害を受け、経営に
著しい支障を受けているもの

３　貸付限度

４　貸付利率

５　貸付期間

６　取扱期間

山
形
県
商
工
業
振
興
資
金

（

災
害
対
策
資
金
）

（取扱金融機関）
県内に本店を有す
る金融機関
各地方銀行
各信用金庫
各信用組合
商工中金

山
形
県
（

中
小
企
業
振
興
課
）

〈追加〉

※県は、中小企業者の受けた

被害の状況に応じ、必要があ

ると認めた場合は、災害対策

資金制度を発動し、貸付限度

等の融資条件を定める。

機関名 資金名 融資条件等 申込窓口
１　資金使途
　物的被害の原形復旧に必要とする設備資金及び原形復旧ま
での間必要とする運転資金
２　貸付対象
　県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業であって、
県が指定する災害により事業所又は主要な事業用資産につい
て、全壊、半壊その他これらに準ずる被害を受け、経営に著
しい支障を受けているもの

３　貸付限度

４　貸付利率

５　貸付期間

６　取扱期間

１　資金使途
　物的被害の原形復旧に必要とする設備資金及び原形復旧ま
での間必要とする運転資金
２　貸付対象
　県が指定する局地的な災害により事務所又は主要な事業用
資産について被害を受け、経営の安定に支障をきたしている
もの
３　貸付限度
　8,000万円以内
４　貸付利率
　年1.6％
５　貸付期間
　10年以内（うち据置期間２年以内）
６　取扱期間
　県がその都度指定

山
形
県
（

中
小
企
業
振
興
課
）

山
形
県
商
工
業
振
興
資
金

（

災
害
対
策
資
金
）

山
形
県
商
工
業
振
興
資
金

（

災
害
対
策
資
金
）

（取扱金融機関）
・県内に本店を有
する銀行、信用金
庫及び信用組合
・七十七銀行、北
都銀行、東邦銀行
及び商工中金の県
内各支店

※県は、中小企業者の受けた

被害の状況に応じ、必要があ

ると認めた場合は、災害対策

資金 <削除> を発動し、貸

付限度等の融資条件を定める。
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新 旧

日
本
政
策
金
融
公
庫

（

国
民
生
活
事
業
）

災
害
貸
付

１　資金使途
　災害復旧のための設備資金及び運転資金
２　貸付対象
　別に指定される災害により被害を受けた方
３　融資限度
　それぞれの融資制度の融資限度額に１災害につき３，００
０万円を加えた額
４　融資利率
　それぞれの融資制度の利率（閣議決定により特別利率が適
用される場合がある。）
５　融資期間
　１０年以内（うち据置期間２年以内）
６　担　　保
　必要により徴する
７　保証人
　原則として１名以上

日本政策金融公庫
各支店の国民生活
事業の窓口及び代
理店

日
本
政
策
金
融
公
庫

（

国
民
生
活
事
業
）

災
害
貸
付

１　資金使途
　災害復旧のための設備資金及び運転資金
２　貸付対象
　別に指定される災害により被害を受けた方
３　融資限度
　それぞれの融資制度の融資限度額に１災害につき３，００
０万円を加えた額
４　融資利率
　それぞれの融資制度の利率（閣議決定により特別利率が適
用される場合がある。）
５　融資期間
　それぞれの融資制度の貸付期間
６　担　　保
　必要により徴する
７　保証人
　必要により徴する

日本政策金融公庫
各支店の国民生活
事業の窓口及び代
理店

日
本
政
策
金
融
公
庫
（

中
小
企
業
事
業
）

災
害
復
旧
貸
付

１　資金使途
　災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
２　貸付対象
　公庫が本貸付の適用を認めた災害により被害を被った中小
企業者
３　貸付限度
　直接貸付　別枠１億５，０００万円
　　　　　　　（組合４億８，０００万円）
　代理貸付　上記限度の範囲内で別枠７，５００万円
　　　　　　　（組合２億２，５００万円）
４　融資利率
　基準金利
　但し、災害の実績に応じ、閣議決定により当該災害復旧貸
付として特別利率が適用される場合がある。
５　融資期間
　１０年以内（うち据置期間２年以内）
６　担　　保
　必要により徴する。
７　保証人
　原則として１名以上

日本政策金融公庫
各支店の中小企業
事業の窓口及び代
理店

日
本
政
策
金
融
公
庫
（

中
小
企
業
事
業
）

災
害
復
旧
貸
付

１　資金使途
　災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
２　貸付対象
　公庫が本貸付の適用を認めた災害により被害を被った中小
企業者
３　貸付限度
　直接貸付　別枠１億５，０００万円
　　　　　　　（組合４億５，０００万円）
　代理貸付　上記限度の範囲内で別枠７，５００万円
　　　　　　　（組合２億２，５００万円）
４　融資利率
　基準金利
　但し、災害の実績に応じ、閣議決定により当該災害復旧貸
付として特別利率が適用される場合がある。
５　融資期間
　設備資金　１５年以内（うち据置期間２年以内）
　運転資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）
６　担　　保
　必要により徴する。
７　保証人
　必要により徴する。

日本政策金融公庫
各支店の中小企業
事業の窓口及び代
理店
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新 旧

商
工
組
合
中
央
金
庫

災
害
復
旧
貸
付

１　資金使途
　災害復旧に伴い必要となる設備資金及び運転資金
２　貸付対象
　別に指定される災害により被害を受けた方
３　貸付限度
　必要に応じ一般枠を超える額
４　貸付利率
　所定の利率
５　貸付期間
　設備資金２０年以内（据置期間３年以内）
　運転資金１０年以内（据置期間３年以内）
６　担　　保
　必要により徴する。
７　保証人
　必要により徴する。

商工組合中央金庫
各支店及び代理店

商
工
組
合
中
央
金
庫

災
害
復
旧
貸
付

１　資金使途
　災害復旧に伴い必要となる設備資金及び運転資金
２　貸付対象
　　<削除>　災害により被害を受けた方
３　貸付限度
　なし
４　貸付利率
　所定の利率
５　貸付期間
　設備資金２０年以内（据置期間３年以内）
　運転資金１０年以内（据置期間３年以内）
６　担　　保
　必要により徴する。
７　保証人
　必要により徴する。

商工組合中央金庫
各支店及び代理店
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新 旧

第４章３節「公共施設等災害復旧対策」 第４章３節「公共施設等災害復旧対策」
３　業務の内訳 ３　業務の内訳
⑹災害復旧事業に係る助成及び財政援助 ⑹災害復旧事業に係る助成及び財政援助
③災害復旧事業 ③災害復旧事業

◆組織改編に伴う修正
災害復旧事業名 対象施設等 関係省庁 県の所管課
(1)公共土木施設
災害復旧事業
（公共土木施設
災害復旧事業費
国庫負担法）

河川管理施設

海岸管理施設

砂防設備
林地荒廃防止施設
地すべり防止施設

急傾斜地崩壊防止施設
雪崩防止施設
道路

港湾
漁港
公共下水道施設

農業・漁業集落排水施設

浄化槽
公園

国土交通省

国土交通省

農林水産省
国土交通省
農林水産省
国土交通省
農林水産省

国土交通省
国土交通省
国土交通省

国土交通省
農林水産省
国土交通省

農林水産省

環境省
国土交通省

県土整備部河川課
県土整備部砂防・災害対策課
県土整備部河川課
県土整備部砂防・災害対策課
県土整備部空港港湾課
農林水産部生産技術課水産室
県土整備部砂防・災害対策課
農林水産部森林課
県土整備部砂防・災害対策課
農林水産部農村整備課
農林水産部森林課
県土整備部砂防・災害対策課
県土整備部道路課
県土整備部道路課
　〈追加〉
県土整備部空港港湾課
農林水産部水産課
県土整備部下水道課
県土整備部砂防・災害対策課
農林水産部農村計画課
農林水産部生産技術課水産室
環境エネルギー部水大気環境課
県土整備部都市計画課

災害復旧事業名 対象施設等 関係省庁 県の所管課
(1)公共土木施設
災害復旧事業
（公共土木施設
災害復旧事業費
国庫負担法）

河川管理施設

海岸管理施設

砂防設備
林地荒廃防止施設
地すべり防止施設

急傾斜地崩壊防止施設
雪崩防止施設
道路

港湾
漁港
<削除>下水道<削除>

<削除>

<削除>
公園

国土交通省

国土交通省

農林水産省
国土交通省
農林水産省
国土交通省
農林水産省

国土交通省
国土交通省
国土交通省

国土交通省
農林水産省
国土交通省

<削除>

<削除>
国土交通省

県土整備部河川課
県土整備部砂防・災害対策課
県土整備部河川課
県土整備部砂防・災害対策課
県土整備部空港港湾課
農林水産部水産振興課
県土整備部砂防・災害対策課
農林水産部森林ノミクス推進課
県土整備部砂防・災害対策課
農林水産部農村整備課
農林水産部森林ノミクス推進課
県土整備部砂防・災害対策課
県土整備部砂防・災害対策課
県土整備部道路保全課
県土整備部砂防・災害対策課
県土整備部空港港湾課
農林水産部水産振興課
県土整備部下水道課
県土整備部砂防・災害対策課
<削除>
<削除>
<削除>
県土整備部都市計画課
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新 旧

◆組織改編に伴う修正⑵農林水産業施
設等災害復旧事
業
（農林水産業施
設災害復旧事業
費国庫補助の暫
定措置に関する
法律）

農地・農業用施設
林業用施設
漁業用施設
共同利用施設

農林水産省 農林水産部農村整備課
農林水産部森林課
農林水産部水産課
農林水産部畜産課

⑵農林水産業施
設等災害復旧事
業
（農林水産業施
設災害復旧事業
費国庫補助の暫
定措置に関する
法律）

農地・農業用施設
林業用施設
漁業用施設
共同利用施設

農林水産省 農林水産部農村整備課
農林水産部森林ノミクス推進課
農林水産部水産振興課
農林水産部畜産課

⑶文教施設等災
害復旧事業
（公立学校施設
災害復旧費国庫
負担法）
（激甚法）

（予算措置）

公立学校施設

公立社会教育施設
私立学校施設

文化財

文部科学省 教育庁総務課

教育庁生涯学習振興課
総務部学事文書課
　<追加〉
教育庁文化財保護推進課

⑶文教施設等災
害復旧事業
（公立学校施設
災害復旧費国庫
負担法）
（激甚法）

（予算措置）

公立学校施設

公立社会教育施設
私立学校施設

文化財

文部科学省 教育庁教育政策課

教育庁生涯教育・学習振興課
総務部学事文書課
子育て若者応援部子育て支援課
観光文化スポーツ部文化　振興・
文化財課

71



変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

◆組織改編に伴う修正

◆交付対象の追加による修正

(4)厚生施設等災
害復旧事業
（生活保護法、
児童福祉法、老
人福祉法、身体
障害者福祉法、
知的障害者福祉
法、障害者自立
支援法、精神保
健福祉法、売春
防止法、内閣
府、厚生労働省
及び環境省所管
補助施設災害復
旧費実施調査要
領）

社会福祉施設等 厚生労働省 子育て推進部子育て支援課
子育て推進部子ども家庭課
健康福祉部健康福祉企画課
　<追加>
健康福祉部長寿推進課
健康福祉部障がい福祉課

（廃棄物処理施
設等災害復旧費
補助金交付要
綱）

廃棄物処理施設
　<追加>

環境省 環境エネルギー部循環型社会推進
課
　<追加>

　<追加〉 　<追加> 　<追加>

（医療施設等災
害復旧費補助
金）

医療施設等 厚生労働省 健康福祉部地域医療対策課

（上水道施設災
害復旧費及び簡
易水道施設災害
復旧費補助金交
付要綱）

水道施設 環境エネルギー部危機管理・くら
し安心局食品安全衛生課

（感染症の予防
及び感染症の患
者に対する医療
に関する法律）

感染症指定医療機関 健康福祉部保健薬務課

（精神保健福祉
法）

精神障害者社会復帰施設等 健康福祉部障がい福祉課

(4)厚生施設等災
害復旧事業
（生活保護法、
児童福祉法、老
人福祉法、身体
障害者福祉法、
知的障害者福祉
法、障害者自立
支援法、精神保
健福祉法、売春
防止法、内閣
府、厚生労働省
及び環境省所管
補助施設災害復
旧費実施調査要
領）

社会福祉施設等 厚生労働省 子育て若者応援部子育て支援課
子育て若者応援部子ども家庭課
健康福祉部健康福祉企画課
健康福祉部地域福祉推進課
健康福祉部長寿社会政策課
健康福祉部障がい福祉課

（廃棄物処理施
設等災害復旧費
補助金交付要
綱）

廃棄物処理施設
浄化槽（市町村整備推進事
業）

環境省 環境エネルギー部循環型社会推進
課
環境エネルギー部水大気環境課

（循環型社会形
成推進交付金交
付要綱）

浄化槽（公共浄化槽等整備
推進事業）

環境エネルギー部水大気環境課

（医療施設等災
害復旧費補助
金）

医療施設等 厚生労働省 健康福祉部医療政策課

（上水道施設災
害復旧費及び簡
易水道施設災害
復旧費補助金交
付要綱）

水道施設 防災くらし安心部食品安全衛生課

（感染症の予防
及び感染症の患
者に対する医療
に関する法律）

感染症指定医療機関 健康福祉部健康福祉企画課

（精神保健福祉
法）

精神障害者社会復帰施設等 健康福祉部障がい福祉課
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変更理由

鶴岡市地域防災計画新旧対照表（震災・津波対策編）

新 旧

◆組織改編に伴う修正⑺その他の災害
復旧事業
①空港（空港
法）
②工業用水道
（予算措置）
③中小企業（激
甚法）

空港施設

県企業局所管の工業用水道
施設
中小企業共同施設

国土交通省

経済産業省

経済産業省

県土整備部空港港湾課

企業局公営事業課

商工労働観光部工業戦略技術振興
課
商工労働観光部観光経済交流局経
済交流課

⑺その他の災害
復旧事業
①空港（空港
法）
②工業用水道
（予算措置）
③中小企業（激
甚法）

空港施設

県企業局所管の工業用水道
施設
中小企業共同施設

国土交通省

経済産業省

経済産業省

県土整備部空港港湾課

企業局水道事業課

産業労働部中小企業振興課
産業労働部工業戦略技術振興課

⑻災害復旧に係
る財政支援措置
①特別交付税に
係る業務
②普通交付税に
係る業務
③地方債に係る
業
務

総務省 企画振興部市町村課⑻災害復旧に係
る財政支援措置
①特別交付税に
係る業務
②普通交付税に
係る業務
③地方債に係る
業
務

総務省 みらい企画創造部市町村課
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